
5 参考資料 
5．1  消費者教育に関する取組状況調査 調査票（大学・短期大学・高等専門学校） 

本
調

査
に
お

け
る
「
消

費
者

教
育
」

の
考
え

方
に
つ
い

て
 

 

 

下
記
の

内
容

を
踏

ま
え

、
本
ア

ン
ケ
ー

ト
調
査

に
つ

い
て

ご
回
答
い

た
だ
き
ま

す
よ
う

お
願
い

申
し

上
げ

ま
す
。

 

 ○
 
消

費
者
教

育
の
理
念

（
消
費

者
庁
「
消

費
者
教

育
ポ
ー

タ
ル

サ
イ
ト
」
か

ら
）

 

近
年
、

経
済

の
仕

組
み

の
変

化
や
規

制
緩

和
の

流
れ

の
中
で

、
消

費
者

ト
ラ

ブ
ル

は
多

発
し
、

そ
の

内
容

も
複
雑
化

、
高
度

化
し
て
お
り

、
消
費

者
教
育
の
重
要

性
は
高
ま

っ
て
き

て
い
ま
す
。

 

そ
の
中

で
、

自
ら

の
利

益
の

擁
護
及

び
増

進
の

た
め

に
自
主

的
か

つ
合

理
的

に
行

動
し

、
消
費

者
の

権
利
を

実
現

す
る

よ
う
に

努
め

、
自

ら
進

ん
で

、
消

費
生
活
に

関
し
て

必
要

な
知
識

を
修

得
し

、
必

要

な
情

報
を
収
集

す
る
な

ど
、
自
主

的
か
つ
合

理
的
に
行
動
す

る
よ
う
に

努
め
る

消
費
者
－

す
な
わ
ち
「
自

立
し

た
消
費
者

」
の
育

成
を
目
指
す

こ
と
が
、
消

費
者
教
育

の
理
念
で

す
。

 

※
消

費
者
庁
「

消
費
者

教
育
ポ
ー
タ

ル
サ
イ

ト
」

を
ご
参
照

く
だ
さ
い

。
 

（
h
t
t
p
:
/
/w
w
w
.
c
aa
.
g
o
.
jp
/
k
p
o
r
t
a
l
/i
n
d
e
x
.p
h
p
）
 

 ○
 
消

費
者
教

育
の
目
的

 

（
１
）

消
費
者
被
害

・
事
故
に

あ
わ

な
い
消
費
者

を
育
成
す

る
。
 

（
２
）

安
心
し

て
豊

か
な
生
活

を
送

る
た
め
、
自

ら
気
づ
き

、
考
え
、

行
動
す

る
消
費
者

を
育
成
す

る
。

 

（
３
）
「

持
続
可

能
な
社

会
」
に
つ

い
て
自

覚
し

、
行
動
す
る

消
費
者

を
育
成

す
る
。
 

 ○
 
消

費
者
教

育
の
内
容

・
・
・

以
下
の
よ

う
な
も

の
が
考

え
ら

れ
ま
す
。

 

（
１
）

消
費
者
ト
ラ

ブ
ル
と
そ
の

対
処
法
に
つ
い

て
 

【
消
費

者
ト
ラ

ブ
ル
の
例
】
 

・
キ

ャ
ッ

チ
セ

ー
ル
ス

 

→
路

上
で

美
容

に
関

す
る

ア
ン

ケ
ー

ト
と

い
っ

て
声
を

か
け

ら
れ

、
無

料
で

美
顔

エ
ス
テ

を
す
る

と
言

わ

れ
営

業
所

へ
。

そ
こ

で
高

額
な

家
庭

用
美

顔
器

の
購

入
や

エ
ス

テ
の

契
約

を
長

時
間

に
わ

た
っ

て
勧

め

ら
れ
契

約
し

て
し

ま
っ

た
。

 

・
ア

ポ
イ

ン
ト

メ
ン
ト

セ
ー

ル
ス

 

→
出

会
い

系
サ

イ
ト

で
知

り
合

っ
た

相
手

と
実

際
に
会

う
こ

と
に

な
っ

た
。

相
手

は
宝
石

店
に
勤

務
し

て

お
り

、
職

場
で

会
お

う
と

い
う

の
で

行
く

と
、

高
額

な
商

品
を

買
う

よ
う

長
時

間
に

わ
た

っ
て

勧
め

ら

れ
契
約

し
て

し
ま

っ
た
。

 

・
マ

ル
チ

商
法

 

→
友

人
か

ら
よ
い

バ
イ
ト

が
あ

る
と

誘
わ

れ
説
明

会
に

行
く

と
、

入
会

金
を

払
っ

た
り
商

品
を
購

入
し

て

会
員

に
な

り
、

新
た

な
会

員
を

勧
誘

す
れ

ば
中

間
マ

ー
ジ

ン
が

振
り

込
ま

れ
る

と
説

明
を

受
け

た
。

そ

の
場
で

学
生

ロ
ー

ン
に

連
れ
て
行

か
れ

ロ
ー

ン
を

組
ん

だ
。

 

・
セ

ミ
ナ

ー
商
法

 

→
会

社
説

明
会

の
帰
り

に
「

就
職

に
役

立
つ
」「

自
分

を
変

え
る

」
と

い
っ

て
自

己
啓

発
セ
ミ

ナ
ー

へ
の

参

加
を

勧
誘

さ
れ

た
。

一
度

行
く

と
次

の
レ

ベ
ル

の
セ

ミ
ナ

ー
を

勧
め

ら
れ

た
。

参
加

費
用

も
徐

々
に

高

額
と
な

り
、

学
生

ロ
ー

ン
の
利

用
を

勧
め

ら
れ

、
ま
た

、
友

人
を

勧
誘

す
る
よ

う
に

言
わ

れ
た

。
 

 

         

消
費

者
教

育
に

関
す

る
取

組
状

況
調

査
 調

査
票

（
大

学
・
短

期
大

学
・
高

等
専

門
学

校
）
 

 

           

本
調

査
票
を
ご
確
認
頂
き
、
Ｗ
Ｅ
Ｂ

サ
イ
ト
よ
り
ご
回
答
く
だ
さ
い
 

回
答

用
W
E
B
サ

イ
ト

（
h
t
t
p
:/
/
w
w
w
.
m
ex
t
-
c
o
n
s
u
me
r
.
j
p
）

 

 

調
査
主
体
：
文
部
科

学
省
 
生
涯
学
習

政
策
局
 
男
女
共

同
参
画
学
習
課
 

調
査
委
託
先
：
株
式
会
社

 
三
菱

総
合
研
究
所
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消
費

者
教

育
に

関
す

る
取

組
状

況
調

査
 
調

査
票

 

 
 ※

本
調
査

に
お

い
て

は
、
特
段
の
記
載
が
な
い
場
合
、
平
成

2
2
年

6
月

1
日
の
状
況
に
つ
い
て
ご
回
答
く
だ
さ

い
。

 
※
各
項
目
に
お
い
て
「
そ
の
他

」
を
選
択
さ
れ
た

場
合
に
は
、
具
体
的
な
内
容
を
入
力
し
て
く
だ
さ
い
。

 
空
欄
の
場
合
、
回
答
用
Ｗ
Ｅ
Ｂ
画
面
を
次
の
項
目
に
進
め
る
こ
と
が
出
来
ま
せ
ん
。

 
 

A
：
学
生
生

活
支
援
・
消
費
者
問
題
全
般
 

 ■
 
貴
学
に
お
け
る
、
学
生
生
活
支
援
及
び
消
費
者
問
題
全
般
に
つ
い
て
伺
い
ま
す
。

 

Q
1
 
 
学
生
生
活
の
支
援
に

お
い
て

特
に
課
題
で
あ
る

と
考
え

て
い
る
も
の
に
つ
い

て
あ
て
は
ま
る
も
の
を
最

大
で

５
つ
ま
で
選
択
く
だ
さ
い
。（

複
数
選
択

）
 

□
 
1 

大
麻

等
の
薬
物
問
題

 
□

 
2 

飲
酒

問
題

 
□

 
3 

喫
煙

問
題

 
□

 
4 

交
通

事
故

 
□

 
5 

悪
質

商
法
等
の
消
費
者
被
害

 
□

 
6 

ハ
ラ

ス
メ
ン
ト
（
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
、
パ
ワ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
、
ア

カ
デ
ミ
ッ
ク
ハ
ラ

ス
メ
ン
ト
）

 
□

 
7 

交
際

相
手
等
か
ら
の
暴
力
（
デ
ー
ト
Ｄ
Ｖ
、
ス
ト
ー
カ
ー
等
）

 
□

 
8 

カ
ル

ト
・
宗
教
等
に
関
す
る
問
題

 
□

 
9 

自
己

啓
発
セ
ミ
ナ
ー
等
に
関
す
る
問
題

 
□

 
10
 
携
帯

電
話
・
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
お
け
る
ト
ラ
ブ
ル

 
□

 
11
 
学
業

不
振
・
不
登
校

 
□

 
12
 
自
殺

 
□

 
13
 
経
済

問
題
（
学
生
ロ
ー
ン
、
多
重
債
務
等
）

 
 

□
 
14
 
そ

の
他
 
 

 
 □

 
15
 
特
に

な
し

 

Q
2
 
 
学
生
生
活
の
支
援
に

お
け
る

対
策
・
対
応
と
し

て
、
特
に
重

点
的
に
取
り
組
ま
れ
て
い

る
こ
と
に
つ
い
て
あ

て
は
ま
る

も
の

を
最

大
で
３
つ

ま
で
選
択
く
だ
さ
い
。（

複
数
選
択
）

 
□

 
1 

学
内

全
体
に
対
す
る
啓
発
・
情
報
提
供

 
□

 
2 

授
業

・
ゼ
ミ
に
お
け
る
注
意
喚
起

 
□

 
3 

学
生

相
談
体
制
の
充
実

 
□

 
4 

相
談

員
と
教
職
員
と
の
連
携
・
協
働

 
□

 
5 

悩
み

を
抱
え
て
い
な
が
ら
相
談
に
来
な
い
学
生
へ
の
対
応

 
□

 
6 

奨
学

金
等
の
経
済
的
支
援

 
□

 
7 

学
生

の
保
護
者
と
の
連
携
（
保
護
者
会
の
開
催
等
）

 
□

 
8 

学
生

の
課
外
活
動
に
対
す
る
支
援

 
□

 
9 

学
外

の
専
門
機
関
（
警
察
、
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
等
）
と
の
連
携

 
□

 
10
 
他
大

学
等
の
先
進
的
取
組
等
の
情
報
収
集

 
□

 
11
 
そ

の
他

 
 
 

 
□

 
12
 
特
に

な
し

 

 

具
体
的
に
：

 
 具
体
的
に
：

 
 

 

・
訪

問
販

売
 

→
一

人
住

ま
い

の
自

宅
に

新
聞

の
勧

誘
が

来
て

、
長

時
間

に
わ

た
っ

て
勧

誘
を

受
け

、
仕

方
な

く
契

約
を

し
て

し
ま

っ
た
。

 

・
点

検
商

法
 

→
業

者
が

自
宅

を
訪
問

し
て
き

て
、
水
道

水
を
点

検
す
る

と
い
っ

て
部
屋

に
上

り
、「

こ
の
ま

ま
で

は
健

康

被
害

を
受

け
る

」
と
言

わ
れ
、

高
額
な

浄
水

器
を

購
入
す

る
契
約

を
し
て

し
ま
っ

た
。

 

 

・
金

融
商

品
・

投
資
に

関
す
る

ト
ラ
ブ

ル
 

→
友

人
か
ら

未
公

開
株

へ
の

投
資

を
勧

め
ら

れ
、
消

費
者

金
融
を

利
用

し
て

購
入
し

た
が

、
株

は
上

場
さ

れ
ず

、
解

約
も

出
来
な

い
。

 

・
賃

貸
ア

パ
ー

ト
に
関

す
る
ト

ラ
ブ
ル

 

→
退

去
時
に

敷
金

が
返

還
さ

れ
な

い
、

マ
ン

ス
リ
ー

マ
ン

シ
ョ
ン

を
契

約
し

た
が
最

初
の

説
明

と
違

う
部

屋
だ
っ

た
。

 

・
多

重
債

務
 

→
消

費
者
金

融
、

信
販

会
社

、
銀

行
等

か
ら

の
借
入

や
ク

レ
ジ
ッ

ト
カ

ー
ド

で
の
商

品
購

入
な

ど
複

数
の

事
業

者
と

取
引

を
行

っ
て
い

る
う

ち
に

、
借

金
の

返
済

に
行

き
詰

ま
り

、
返

済
の

た
め

に
新

た
な

借
入

れ
を

し
て

し
ま

っ
た
。

 

【
対
処

法
の

例
】

 

・
ト

ラ
ブ

ル
に

あ
っ
た

と
き
の

ク
ー
リ

ン
グ
・

オ
フ

等
、

契
約
の

取
り
消

し
に
関

す
る
知

識
 

・
消

費
生

活
セ
ン

タ
ー
、

法
テ
ラ

ス
な

ど
の
相

談
先
に

関
す
る

知
識

 

・
悪

質
商

法
等

の
消
費

者
ト
ラ

ブ
ル
へ

の
対
処

法
 

 

（
２

）
消
費

生
活
に

関
す
る
知
識

（
暮
ら

し
て
い

く
上
で
必

要
と

な
る

知
識
）

に
つ
い
て

 

【
消
費

生
活

に
関
す

る
知
識
の

例
】

 

・
ク

レ
ジ

ッ
ト

カ
ー

ド
や

キ
ャ

ッ
シ

ン
グ
等

の
経

済
に

関
す

る
知

識
（

ク
レ

ジ
ッ

ト
の

仕
組

み
、

金
利

の
意

味
 

等
）

 

・
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

シ
ョ

ッ
ピ

ン
グ

や
イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
オ

ー
ク

シ
ョ

ン
に

関
す

る
知

識
（

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
を
安

全
に

利
用

す
る
た

め
に
最

初
に
確

認
す

べ
き
事

項
 
等

）
 

・
家

計
管

理
（

多
重
債

務
に
な

ら
な
い

た
め
に

、
収

入
を

考
慮
し

た
生
活

設
計
を

行
う
）

 

・
食

品
や

製
品

の
安
全

と
表
示

に
関
す

る
知
識

（
取

扱
説

明
書
等

を
読
む

こ
と
の

重
要
性

 
等

）
 

・
身

近
な

消
費

者
行
政

の
窓
口

や
被
害

救
済
の

相
談

窓
口

（
消
費

生
活
セ

ン
タ
ー

の
連
絡

先
 

等
）

 

・
契

約
に

つ
い

て
の
義

務
と
権

利
等
（

口
頭
で

も
契

約
が

成
立
す

る
等
）

 

 （
３

）
「

持
続
可

能
な

社
会
」
へ

の
貢
献
に

つ
い

て
 

【
持
続

可
能

な
社
会

へ
の
貢
献

の
例

】
 

・
個

人
の

消
費

行
動
が

社
会
に

与
え
る

影
響
と

責
任

を
理

解
し
た

行
動

 

・
グ

リ
ー

ン
コ

ン
シ
ュ

ー
マ
ー

（
環
境

へ
の
負

荷
が

で
き

る
か
ぎ

り
少
な

い
商
品

等
を
選

ん
で

購
入
す

る
）

・
フ

ェ
ア

ト
レ

ー
ド
（

生
産
者

に
公
正

な
労
働

を
保

証
し

て
い
る

商
品
等

を
選
ん

で
購
入

す
る

）
 

・
地

産
地

消
（

地
域

で
生

産
し

た
も

の
を
地

域
で

消
費

す
る

こ
と

で
、

環
境

負
荷

へ
の

削
減

と
地

域
経

済
活

性
化

へ
の

貢
 

献
を
す

る
）
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B
：
学
生

・
教
職
員
に
対

す
る
消
費

者
問
題
に
関
す
る
啓
発
・
情

報
提
供

 

 ■
 
貴
学
に
お
け
る
、
学
生
に
対
す
る

消
費

者
問
題
に
関
す
る
啓

発
・
情
報
提
供
等
に
つ
い
て
伺
い
ま
す
。

 

Q
4
 

消
費
者
問
題
に

つ
い
て
学
生
に
対

し
て
ど
の
よ
う

な
啓

発
・

情
報
提
供
を
行

っ
て
い
ま
す
か
。

あ
て
は
ま
る

も
の
を
す
べ
て
選
択
く
だ
さ
い
。
（
複
数
選
択
）

 
□
 
1 

入
学
時
等
に
お
け
る
ガ
イ
ダ
ン
ス

 
□
 
2 

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
・
セ
ミ
ナ
ー
等
の
開
催

 
□
 
3 

学
内
へ
の
ポ
ス
タ
ー
等
へ
の
提
示

 
□
 
4 

学
生
便
覧
等
へ

の
記

載
 

□
 
5 

学
生
向
け
Ｗ
ｅ
ｂ
サ
イ
ト
へ
の
掲
載

 
□
 
6 

メ
ー
ル
配

信
 

□
 
7 

刊
行
物
の
作
成
・
配

布
 

□
 
8 

保
護
者
へ
の
情

報
提
供

 
□
 
9 

校
内
放
送
に
よ
る
注
意
喚
起
・
情
報
提
供

 
 

□
 
1
0 

そ
の

他
 
 
 

  
□
 
1
1 

特
に
な
し
 

 
→
 
Q7

へ
 

 
■
 
【
Q
4
で
「
1
1
」

以
外
を
選
択
し
た

場
合
】
消
費
者

問
題

に
つ
い
て
啓
発
・
情

報
提
供
を
行
っ
て

い
る
場
合
に

伺
い

ま
す
。

 

Q
5
 

消
費
者
問
題
に

つ
い
て
学
生
に
対

し
て
ど
の
よ
う

な
内

容
の

啓
発
・
情
報
提

供
を
行
っ
て
い
ま

す
か
。
あ
て

は
ま
る
も
の
を
す
べ
て
選
択
く
だ
さ
い

。（
複
数
選
択
）

 
□

 1
 

マ
ル
チ
商
法
と
そ
の
対
処
法

 
□

 2
 

マ
ル
チ
商
法
以
外
の
悪
質
商
法
（
キ
ャ
ッ
チ
セ
ー
ル
ス
、
ア

ポ
イ
ン
ト
メ
ン
ト
セ
ー
ル
ス
等
）
と
そ

の
対
処
法

 
□

 3
 

金
融
商
品
・
投
資
に
関
す
る
ト
ラ
ブ
ル
と
そ
の
対
処
法

 
□

 4
 

賃
貸
ア
パ
ー
ト
契
約
等
の
契
約
に
関
す
る
ト
ラ
ブ
ル
と
そ
の
対

処
法

 
□

 5
 

学
生
ロ
ー
ン
、
消
費
者
金
融
等
の
利
用
に
関
す
る
ト
ラ
ブ
ル
（
多
重
債
務
含
む
）
と
そ
の
対

処
法

 
□

 6
 

携
帯
電
話
・
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
関
す
る
ト
ラ
ブ
ル
と
そ
の
対

処
法

 
□

 7
 

ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
等
の
制
度
や
活
用
に
つ
い
て

 
□

 8
 

ク
レ
ジ
ッ
ト
の
仕
組
み
に
つ
い
て

 
□

 9
 

食
品
や
製
品
の
安
全
と
表
示
に
つ
い
て

 
□

 1
0 

環
境
に
配
慮
し
た
商
品
取
引
に
つ
い
て
（
グ
リ
ー
ン
コ
ン
シ
ュ

ー
マ

ー
等

）
 

□
 1

1 
国
際
的
な
商
品
取
引
に
つ
い
て
（
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
等
）

 
□

 1
2 

そ
の

他
 

 
 

 
  

Q
6
 

学
生
に
対
す

る
消
費
者
問
題
に
関

す
る
啓
発
・
情

報
提

供
に

つ
い
て
、
具
体

的
な
取
組
内
容
を

回
答
く
だ
さ

い
。
（
自
由
記
述
）

 

具
体

的
に
：

 
   

※
 
取
組

の
詳

細
に

つ
い

て
、
実
施

要
綱
、
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
等
の
電

子
媒
体
を
ご
提
供
い
た
だ
け
る
場
合
、
Ｅ

メ
ー
ル
に

て
ご

送
付

願
い
ま
す
。

 
○
 
宛
先

：
m
e
x
t-
c
o
ns
u
m
er
@
m
ri
.
c
o
.
j
p
 

○
 
件
名

に
記

入
い

た
だ
き
た
い
事
項

：
I
D
番
号
／
貴
学
名
／
問
番
号

 
（
記

入
例

：
0
0
0
0／

○
○
大
学
／

Q
6）

 
 

具
体
的
に
：

 
 具
体
的
に
：

 
 

 

  Q
3
 
 
学
生
生
活

に
お
け

る
消
費
者
問

題
に
関

し
て
、
特

に
課
題
で
あ
る

と
考
え

て
い
る
も
の

に
つ
い
て

あ
て
は

ま
る

も
の
を
最
大
で

５
つ
ま
で
選
択
く
だ

さ
い
。（

複
数

選
択
）

 
□
 
1 

マ
ル
チ
商

法
 

□
 
2 

マ
ル
チ
商

法
以
外
の
悪
質
商
法
（

キ
ャ
ッ
チ
セ
ー
ル
ス
、
ア

ポ
イ
ン
ト
メ
ン
ト
セ
ー
ル
ス

等
）
 

□
 
3 

金
融
商
品

・
投
資
に
関
す

る
ト
ラ
ブ
ル

 
□
 
4 

賃
貸
ア
パ

ー
ト
契
約
等
の
契
約
に
関
す
る
ト

ラ
ブ

ル
 

□
 
5 

学
生
ロ
ー

ン
、
消
費
者
金
融
等
の

利
用
に
関

す
る

ト
ラ
ブ
ル
（
多
重

債
務

含
む
）

 
□
 
6 

携
帯
電
話

・
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
関
す
る
ト

ラ
ブ

ル
 

□
 
7 

ク
ー
リ
ン

グ
・
オ
フ
等
の
制
度
や
活
用
に
つ

い
て

の
理
解
不
足

 
□
 
8 

ク
レ
ジ
ッ

ト
の
仕
組
み
の
理
解
不

足
 

□
 
9 

食
品
や
製

品
の
安
全
と
表
示
に
関

す
る
理
解
不
足
 

□
 
1
0 

環
境
に
配

慮
し
て
い
な
い
商
品
の
流
通

 
□
 
1
1 

国
際
的
な

公
正
に
取
引
さ
れ
て
い

な
い
商
品

の
流

通
 

□
 
1
2 

学
生
が
悪

質
商
法
の
加
害
者
と
な

る
こ

と
 

 □
 
1
3 

そ
の
他

 

□
 
1
4 

特
に

な
し

 

具
体
的
に
：
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C：
学

生
相

談
体

制
等
 

 ■
 
貴
学

に
お

け
る

、
消
費
者
問
題
に

つ
い

て
の

相
談
窓
口
及
び

対
応
等
に
つ

い
て

伺
い

ま
す

。
 

Q1
1
 
学
生
か
ら
の
消
費

者
問
題

に
つ
い

て
の
相
談
は

、
ど
の
よ

う
な

窓
口

に
お

い
て
対
応
し

て
い

ま
す

か
。
あ

て
は

ま
る
も
の
を
す
べ

て
選
択
く
だ

さ
い

。（
複
数

選
択

）
 

 
□
 
1 

消
費
者
問

題
に

関
す

る
専

用
相
談

窓
口

に
お

い
て

対
応
し
て
い

る
 

□
 
2 

弁
護
士
に

よ
る

法
律

相
談

窓
口
に

お
い
て
対
応
し
て
い

る
 

□
 
3 

学
生
部
等

、
大

学
事

務
局

の
学
生

生
活

担
当

部
局

に
お
い
て
対

応
し

て
い
る

 
□
 
4 

学
生
生
活

全
般

に
関

す
る

相
談
窓

口
に
お
い
て
対
応
し

て
い

る
 

□
 
5 

学
生
の
メ

ン
タ

ル
ヘ

ル
ス

に
関
す

る
相

談
窓

口
に

お
い
て
対
応

し
て

い
る

 
□
 
6 

ハ
ラ
ス
メ

ン
ト

に
関

す
る

専
用
相

談
窓

口
に
お
い
て
対

応
し

て
い
る

 
□
 
7 

特
に
相
談

窓
口

を
設
け
て
い
な

い
 

 
 

→
Q1

5
へ

 
□
 
8 

そ
の
他

  
  

   ■
 
【
Q1
1
で

「
7」

以
外

を
選

択
し
た

場
合

】
消

費
者

問
題
に

つ
い

て
相

談
を

受
け
て
い
る

場
合

に
伺

い
ま
す
。
 

Q1
2
 

学
生

か
ら

の
消

費
者

問
題

に
関

す
る

相
談

窓
口

に
お

い
て

対
応

を
行

う
教

職
員

に
対

し
て

消
費

者
問

題
に

つ
い

て
の
研
修
を
実

施
し

て
い

ま
す
か
。（

１
つ
選
択
）

 
□
 
1 

定
期
的
な

研
修

等
を
実
施
し
て

い
る

 
□
 
2 

必
要
に
応

じ
て

研
修

等
を

実
施
し

て
い

る
 

□
 
3 

研
修
等
は

実
施
し
て
い
な

い
 

□
 
4 

そ
の
他

 
 

 
 

 Q1
3
 
相
談
窓
口
に
お
い

て
、
平
成

２
１

年
度

中
に

具
体

的
に
ど

の
よ

う
な

消
費

者
問
題
に
関

す
る

相
談
が
あ
り
ま

し
た

か
。
あ
て
は
ま

る
も

の
を
す

べ
て

選
択

く
だ
さ
い
。（

複
数

選
択
）

 
□

 1
 

マ
ル
チ
商

法
と

そ
の
対
処
法

 
□

 2
 

マ
ル
チ
商

法
以

外
の

悪
質

商
法
（
キ

ャ
ッ

チ
セ

ー
ル
ス
、
ア

ポ
イ
ン
ト
メ
ン
ト
セ
ー

ル
ス

等
）
と
そ

の
対

処
法

 
□

 3
 

金
融
商
品

・
投

資
に

関
す

る
ト
ラ

ブ
ル

と
そ

の
対

処
法

 
□

 4
 

賃
貸
ア
パ

ー
ト

契
約

等
の

契
約
に
関
す
る
ト
ラ
ブ
ル
と

そ
の

対
処
法

 
□

 5
 

学
生
ロ
ー

ン
、

消
費

者
金

融
等
の

利
用

に
関

す
る

ト
ラ
ブ
ル
（

多
重

債
務

含
む
）
と
そ
の

対
処
法

 
□

 6
 

携
帯
電
話

・
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト
に
関
す
る
ト
ラ
ブ
ル
と

そ
の

対
処
法

 
□

 7
 

ク
ー
リ
ン

グ
・

オ
フ

等
の

制
度
や

活
用

に
つ

い
て

 
□

 8
 

ク
レ
ジ
ッ

ト
の

仕
組

み
に

つ
い
て

 
□

 9
 

食
品
や
製

品
の

安
全
と
表

示
に

つ
い
て

 
□

 1
0 

環
境
に
配

慮
し

た
商

品
取
引
に
つ

い
て

（
グ

リ
ー
ン
コ
ン
シ
ュ

ー
マ

ー
等

）
 

□
 1

1 
国

際
的
な

商
品

取
引

に
つ

い
て
（

フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
等

）
 

□
 1

2 
そ

の
他
 

 
 
 

 
  

□
 1

3 
特

に
な
し

 
 Q1
4
 

相
談

窓
口

に
寄

せ
ら

れ
た

消
費

者
問

題
に

関
す

る
相

談
内

容
に

つ
い

て
差

し
支

え
な

い
範

囲
で

具
体

的
に

例
示

く
だ
さ
い
。
氏

名
等

の
個

人
情
報
に
つ
い
て

は
記

載
頂

か
な
い
よ
う

ご
注

意
く

だ
さ
い

。（
自
由

記
述
）

 

具
体

的
に
：

 

具
体

的
に
：

 具
体

的
に
：

 

具
体
的
に

：
 

 

 
■

 
貴

学
に

お
け

る
、

学
生

へ
の

注
意

喚
起

や
相

談
対

応
を

行
う

た
め

の
教

職
員

に
対

す
る

消
費

者
問

題
に

関
す

る
啓

発
・

情
報

提
供

等
に

つ
い
て

伺
い
ま
す

。
 

Q7
 
教

職
員

に
対

す
る

消
費
者

問
題

に
関

す
る
啓

発
・

情
報

提
供
を

行
っ

て
い
ま

す
か
。

あ
て

は
ま

る
も

の
を
す

べ
て

選
択
く

だ
さ

い
。（

複
数
選
択

）
 

□
 1
 

全
専
任
教
員
を

対
象

に
実

施
 

□
 2
 

生
活
指
導

・
学

生
相

談
に

関
わ

る
教
職

員
を

対
象
に
実

施
 

□
 3
 

新
任
教
職
員
を

対
象

に
実

施
 

□
 4
 

受
講
を
希
望
す

る
教

職
員

を
対

象
に
実

施
 

 
□

 5
 

そ
の

他
 
 

 
  

□
 
6 

特
に
な
し
 

 
 

→
Q
1
1
へ
 

 
■

 【
Q7

で
「

6」
以
外

を
選
択

し
た
場

合
】
教
職

員
に

対
す
る

消
費
者
問

題
に

関
す

る
啓

発
・

情
報

提
供
等

を
行

っ
て

い
る

場
合
に
伺

い
ま

す
。

 

Q8
 
教

職
員

に
対

す
る

消
費
者

問
題

に
関

す
る
啓

発
・

情
報

提
供
の

方
法

に
つ
い

て
、
あ

て
は

ま
る

も
の

を
す

べ
て
選

択
く
だ
さ
い

。（
複
数

選
択
）

 
□
 1
 

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

・
セ

ミ
ナ

ー
の

開
催

 
□

 2
 

研
修
の
実
施

 
□

 3
 

教
職
員
用

Ｗ
ｅ

ｂ
サ

イ
ト

へ
の

掲
載

 
□

 
4 

会
議
等
の

場
で

の
情

報
提

供
 

□
 5
 

メ
ー
ル
配
信

 
□

 6
 

対
応
マ
ニ

ュ
ア

ル
等

刊
行

物
の

作
成
・

配
布

 
□

 7
 

そ
の

他
 
 

 
  Q9

 
教

職
員

に
対

す
る

消
費
者

問
題

に
関

す
る
啓

発
・

情
報

提
供
の

内
容

に
つ
い

て
、
あ

て
は

ま
る

も
の

を
す

べ
て
選

択
く
だ
さ
い

。（
複
数

選
択
）

 
□

 1
 

マ
ル
チ
商
法
と

そ
の

対
処

法
 

□
 2

 
マ

ル
チ
商
法
以

外
の

悪
質

商
法
（
キ

ャ
ッ

チ
セ

ー
ル
ス
、
ア
ポ

イ
ン
ト
メ

ン
ト

セ
ー

ル
ス

等
）
と
そ

の
対

処
法

 
□

 3
 

金
融
商
品

・
投

資
に

関
す

る
ト

ラ
ブ
ル

と
そ

の
対
処
法

 
□

 4
 

賃
貸
ア
パ

ー
ト

契
約

等
の

契
約

に
関
す

る
ト

ラ
ブ
ル
と

そ
の

対
処
法

 
□

 5
 

学
生
ロ
ー

ン
、

消
費

者
金

融
等

の
利
用

に
関

す
る
ト
ラ

ブ
ル

（
多
重

債
務

含
む

）
と

そ
の
対

処
法

 
□

 6
 

携
帯
電
話

・
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

に
関
す

る
ト

ラ
ブ
ル
と

そ
の

対
処
法

 
□

 7
 

ク
ー
リ
ン
グ
・

オ
フ

等
の

制
度

や
活
用

に
つ

い
て

 
□

 8
 

ク
レ
ジ
ッ
ト
の

仕
組

み
に

つ
い

て
 

□
 9

 
食

品
や
製
品
の

安
全

と
表

示
に

つ
い
て

 
□

 1
0 

環
境
に
配
慮
し

た
商

品
取

引
に

つ
い
て

（
グ

リ
ー
ン
コ

ン
シ

ュ
ー
マ

ー
等

）
 

□
 1

1 
国

際
的
な

商
品

取
引

に
つ

い
て

（
フ
ェ

ア
ト

レ
ー
ド
等

）
 

□
 1

2 
そ

の
他
 

 
 

 
 

 
 Q1
0 

教
職
員
に
対
す
る

消
費
者

問
題
に

関
す

る
啓
発
・
情
報

提
供
に

つ
い
て

、
具

体
的
な

取
組
内

容
を
回
答
く
だ

さ
い

。（
自
由

記
述

）
 

具
体
的
に

：
 

   

具
体
的
に

：
 

 具
体
的
に

：
 

 

具
体

的
に

：
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■
 
授
業

・
ゼ

ミ
に

お
け

る
消
費

者
教
育

の
事

例
１
 

授
業
・
ゼ
ミ
に
お
け
る
消
費
者
教
育
に
関
連
す
る
科
目
に
つ
い
て
回
答
く
だ
さ
い
。
 

 
Q
1
6
 
科
目
名
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Q
1
7
 
 
開

設
学

部
・
学
科
名
 
 
 

 
 
 
 
 

 
※
全
学
共
通
科
目
の
場
合
は
、「

全
学
共

通
科

目
」

と
記

載
く

だ
さ
い

 
 
 
 
 
 

Q
1
8
 
担
当
教
員
の
専
門
分

野
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
Q
1
9
 
学
外
の
関
係

機
関
・
団
体
と
の
連
携
 
 
 

 
   

※
外
部
講
師
を
活

用
し
て
い
る
場
合
、
講
師
の
所

属
、
職
種
等
を
記
載
し
て
く

だ
さ
い

  
Q
2
0
 
概
要
（
自
由

記
述
）
 

 
  Q
2
1
 
受
講
対
象
者
（
複
数
選
択
）
 

□
 
1 

学
部

1
年
（
短
大

1
年
、
高
専

4
年
を
含
む
）
 

□
 
2 

学
部

2
年
（
短
大

2
年
、
高
専

5
年
以
上
を
含
む
）
 

□
 
3 

学
部

3
年
 

□
 
4 

学
部

4
年
以
上
 

□
 
5 

博
士
前
期
（
修
士
）
課
程
 

□
 
6 

博
士
後
期
（
博
士
）
課
程
 

□
 
7 

社
会
人
・
地
域
住
民
等
（
公
開
講
座
）
 

□
 
8 

い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
 

 
Q
2
2
 
 選

択
・
必
修
の
別
（
１
つ
選
択
）
 

□
 
1 

選
択
科
目
 

□
 
2 

必
修
科
目
 

□
 
3 

単
位
を
付
与
し
な
い

科
目
 

□
 
4 

｢
1
｣
，
｢2
｣
,
｢3
｣
の
い

ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
 

 Q
2
3
 
 該

当
し
た
キ
ー
ワ
ー
ド
（
複
数
選
択
）
 

□
 
1 

消
費
者
 

□
 
2 

悪
質
商
法
（
ま
た
は

、
悪
徳
商
法
）
 

□
 
3 

消
費
生
活
 

□
 
4 

生
活
ス
キ
ル
 

□
 
5 

ラ
イ
フ
ス
キ
ル
 

□
 
6 

多
重
債
務
 

□
 
7 

金
融
教
育
 

□
 
8 

フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
（

ま
た
は
、
公
正
取
引
）
 

□
 
9 

持
続
可
能
な
社
会
 

□
 
1
0 

環
境
教
育
 

 

  

  

具
体
的
に
：

 
 具
体
的
に
：

 
  

 

 
D：

授
業

・
ゼ
ミ

に
お
け

る
消
費
者

教
育
の

実
施
 

 貴
学

の
講

義
（
公

開
講
座

含
む

）
及
び

ゼ
ミ
に

お
け
る

消
費
者

問
題
に

関
す
る

教
育
の
具

体
的
な

実
施
事

例
に

つ
い

て
、
伺
い

ま
す

。
下
記
に

示
す
キ

ー
ワ

ー
ド

ご
と

に
貴

学
の
平
成

2
2
年
度
の
シ
ラ
バ
ス

等
を
検
索
頂
き
、
講

義
名

・
文

中
に

キ
ー

ワ
ー

ド
の

語
句
が

含
ま

れ
る

科
目

を
抽

出
し
て
く
だ
さ
い
。

 
抽

出
さ
れ

た
科

目
の
中
か
ら
特
に

「
消

費
者

教
育

」
へ

の
関
連

性
の

高
い

科
目

に
つ

い
て

、
最
大

3
科
目
分
の

詳
細

を
ご
回

答
く
だ

さ
い
。
な
お

、
ど
の

よ
う
な

教
育
内
容

が
「

消
費
者

教
育

」
に

該
当
す

る
か
に

つ
い
て

は
、

「
本

調
査
に

お
け
る

消
費
者
教
育

の
考
え

方
に
つ

い
て
」

を
ご
確

認
頂
き

、
回
答

す
る
科
目

を
選
択

す
る
上

で
の

参
考

と
し

て
く

だ
さ

い
。
 

 

キ
ー

ワ
ー

ド
 

消
費

者
 

悪
質

商
法

（
ま

た
は

、
悪

徳
商
法

）
 

消
費

生
活

 

生
活

ス
キ

ル
 

ラ
イ

フ
ス

キ
ル

 

多
重

債
務

 

キ ー ワ ー ド  

金
融

教
育

 

フ
ェ

ア
ト

レ
ー

ド
（

ま
た

は
、
公
正
取
引
） 

持
続

可
能

な
社

会
 

キ ー ワ ー ド  

環
境

教
育

 

 
※
フ

ェ
ア

ト
レ

ー
ド
：
生
産

者
に

公
正
な

労
働

を
保
証
し
て
い
る

商
品

の
取
引
 

 Q1
5

講
義
（

公
開
講

座
含
む
）
及

び
ゼ
ミ

に
お
け

る
消
費
者

問
題
に

関
す
る

教
育
の

具
体

的
な
実

施
事
例

に
つ
い

て
ご

回
答

頂
け

る
事
例
数
を
選
択

く
だ
さ
い

。（
１
つ

選
択
）
 

□
 
1 

１
科

目
に

つ
い

て
回

答
す

る
 
→

Q1
6
～
Q2
3
に
回
答
 

□
 
2 

２
科

目
に

つ
い

て
回

答
す

る
 
→

Q1
6
～
Q3
1
に
回
答
 

□
 
3 

３
科

目
に

つ
い

て
回

答
す

る
 
→

Q1
6
～
Q3
9
に
回
答
 

□
 
4 

回
答

す
る

科
目

は
な

い
 

 
ご

回
答
頂

い
た
科

目
に
つ

い
て

、
シ
ラ

バ
ス
等

の
資
料

を
ご
提

供
い
た

だ
け
る

場
合
に
は

Ｅ
メ
ー

ル
に
て

送
付

下
さ

い
。（

回
答
い

た
だ
い

た
３
科

目
以
外

に
も
該

当
す

る
科
目

が
あ
り

、
シ

ラ
バ

ス
等
を

ご
提
供

い
た
だ

け
る
場

合
は

併
せ
て

送
付
願

い
ま

す
）

 
 

○
 
宛
先

：
me
x
t-
co

ns
um

er
@m
ri

.c
o.
jp
 

 
 

○
 
件
名

に
記
入
い
た
だ
き
た
い

事
項
：
ID

番
号
／
貴
学
名

／
問
番
号
 

（
記

入
例

：
00

00
／

○
○
大
学
／

Q1
5
）
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■
 
授
業
・
ゼ
ミ
に
お
け
る
消
費
者
教
育
の
事

例
３

 
授
業
・
ゼ
ミ
に
お
け
る
消
費
者
教
育
に
関
連
す
る
科
目
に
つ
い
て
回
答
く
だ
さ
い
。
 

 
Q
3
2
 
 科

目
名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Q
3
3
 
 
開

設
学

部
・
学
科
名
 
 
 

 
 
 
 
 

 
※
全
学
共
通
科
目
の
場
合
は
、「

全
学
共
通
科
目
」
と
記
載
く
だ
さ
い

 
 
 
 
 
 

Q
3
4
 
 
担

当
教
員
の
専
門
分

野
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Q
3
5
 
 
学
外
の
関
係
機
関
・
団
体

と
の
連
携
 
 
 

 
   

※
外
部
講
師
を

活
用
し
て
い

る
場
合
、
講
師
の
所

属
、
職
種
等
を

記
載
し
て
く

だ
さ
い

  
Q
3
6
 
 概

要
（
自
由

記
述
）

 
 

  Q
3
7
 
 受

講
対
象
者
（
複
数
選
択

）
 

□
 
1 

学
部

1
年
（
短
大

1
年
、
高
専

4
年
を
含
む
）
 

□
 
2 

学
部

2
年
（
短
大

2
年
、
高
専

5
年
以
上
を
含
む
）
 

□
 
3 

学
部

3
年
 

□
 
4 

学
部

4
年
以
上
 

□
 
5 

博
士
前
期
（
修
士
）
課
程

 
□
 
6 

博
士
後
期
（
博
士
）
課
程
 

□
 
7 

社
会
人
・
地
域
住
民
等
（
公
開
講
座
）
 

□
 
8 

い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
 

 Q3
8 
 選

択
・
必
修
の
別
（
１
つ

選
択
）

 
□
 
1 

選
択
科
目
 

□
 
2 

必
修
科
目
 

□
 
3 

単
位
を
付
与
し
な
い

科
目

 
□
 
4 

｢
1
｣
，
｢2
｣
,
｢3
｣
の
い

ず
れ

に
も

該
当
し
な
い

 
 Q
3
9
 
 該

当
し
た
キ
ー
ワ
ー
ド
（

複
数
選

択
）

 
□
 
1 

消
費
者
 

□
 
2 

悪
質
商
法
（
ま
た
は
、
悪
徳
商
法
）

 
□
 
3 

消
費
生
活
 

□
 
4 

生
活
ス
キ
ル
 

□
 
5 

ラ
イ
フ
ス
キ
ル
 

□
 
6 

多
重
債
務
 

□
 
7 

金
融
教
育
 

□
 
8 

フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
（
ま
た
は
、
公
正
取
引
）
 

□
 
9 

持
続
可
能
な
社
会

 
□
 
1
0 

環
境
教
育
 

 
 
 

  

  

具
体
的
に
：

 
 具
体
的
に
：

 
  

 

■
 
授
業
・
ゼ
ミ
に
お
け

る
消
費
者
教
育
の
事
例
２

 
授
業
・
ゼ
ミ
に
お
け
る
消
費
者
教

育
に
関
連
す
る
科
目
に
つ
い
て
回
答
く
だ
さ
い
。
 

 
Q
2
4
 
 科

目
名
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Q
2
5
 
 
開

設
学

部
・
学
科
名
 
 
 

 
 
 
 
 

 
※
全
学
共
通
科
目
の
場
合

は
、「

全
学
共
通
科
目
」
と
記
載
く
だ
さ
い
 

 
 
 
 
 

Q
2
6
 
担
当
教
員
の
専
門
分

野
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Q
2
7
 
学
外
の
関
係
機
関
・
団
体
と
の
連
携
 
 
 

 
   

※
外
部
講
師
を
活

用
し
て
い
る
場
合
、
講

師
の
所

属
、
職
種
等

を
記
載
し
て
く

だ
さ
い

  
Q
2
8
 
概
要
（
自
由

記
述
）
 

 
  Q
2
9
 
受
講
対
象
者
（
複
数
選
択
）
 

□
 
1 

学
部

1
年
（
短
大

1
年
、
高
専

4
年
を
含
む
）
 

□
 
2 

学
部

2
年
（
短
大

2
年
、
高
専

5
年
以
上
を
含
む

）
 

□
 
3 

学
部

3
年
 

□
 
4 

学
部

4
年
以
上
 

□
 
5 

博
士
前
期
（
修
士
）
課
程
 

□
 
6 

博
士
後
期
（
博
士
）
課
程
 

□
 
7 

社
会
人
・
地
域
住
民
等
（
公
開
講
座
）
 

□
 
8 

い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
 

 Q
3
0
 
 選

択
・
必
修
の
別
（
１
つ
選
択
）
 

□
 
1 

選
択
科
目
 

□
 
2 

必
修
科
目
 

□
 
3 

単
位
を
付
与
し
な
い
科
目
 

□
 
4 

｢
1
｣
，
｢2
｣
,
｢3
｣
の
い
ず
れ
に
も
該

当
し
な
い
 

 Q
3
1
 
 該

当
し
た
キ
ー
ワ

ー
ド
（
複
数
選
択
）

 
□
 
1 

消
費
者
 

□
 
2 

悪
質
商
法
（
ま
た
は
、
悪
徳
商
法
）
 

□
 
3 

消
費
生
活
 

□
 
4 

生
活
ス
キ
ル
 

□
 
5 

ラ
イ
フ
ス
キ
ル
 

□
 
6 

多
重
債
務
 

□
 
7 

金
融
教
育
 

□
 
8 

フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
（
ま
た
は
、
公
正
取
引
）
 

□
 
9 

持
続
可
能
な
社
会

 
□
 
1
0 

環
境
教
育
 

 

    

  

具
体
的
に
：

 
 具
体
的
に
：
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F
：

今
後
の

取
組

・
課

題
に
つ
い

て
 
 

 Q4
3
 
そ
の
他

、
消

費
者

教
育
に

関
し
て

特
記

す
べ

き
取

組
が

あ
り
ま
し
た

ら
、
ご
記

入
く

だ
さ
い

。
 

開
始

年
度

や
取

組
の

具
体

的
な

内
容
に

つ
い
て
記

述
し
て
く

だ
さ
い

。
 

具
体

的
に
：

 

 ※
 
取

組
の

詳
細

に
つ

い
て

、
実

施
要

綱
、

パ
ン
フ

レ
ッ

ト
等

の
電

子
媒

体
を

ご
提

供
い

た
だ

け
る

場
合

、

Ｅ
メ

ー
ル

に
て
ご

送
付
願

い
ま

す
。

 

○
 
宛

先
：
me
x
t-
co
ns
um

er
@
mr
i.
c
o.
j
p 

○
 
件

名
に
記
入
い

た
だ
き
た

い
事

項
：
ID

番
号
／

貴
学
名
／
問

番
号

 
（

記
入
例
：
0
00
0／

○
○

大
学
／

Q
43
）

 
 Q4
4
 
貴
学
に

お
い

て
、
今

後
、
特
に
重

点
的
に
行

い
た

い
と

考
え
て

い
る

取
組

に
つ

い
て

教
え
て
く
だ

さ
い

。（
複

数
選

択
）

 
□

 
1 

学
生

に
対

す
る

啓
発

・
情

報
提

供
 

□
 
2 

教
職

員
に

対
す

る
啓

発
・

情
報

提
供

 
□

 
3 

授
業

・
ゼ

ミ
に

お
け

る
教

育
 

□
 
4 

学
生

か
ら

の
相

談
へ

の
対

応
 

□
 
5 

他
機

関
と

の
連

携
の

強
化

 
□

 
6 

そ
の

他
 

 
 

 
具

体
的

に
：

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

□
 
7 

特
に

な
し

 

Q4
5
 
貴
学
に

お
い

て
、
今
後
、
消
費

者
教
育

を
推

進
す

る
に

あ
た
っ

て
、
課
題

と
な

る
こ

と
に
つ

い
て

教
え

て
く

だ
さ

い
。（

複
数
選

択
）

  
□

 
1 

ど
の

よ
う

な
取

組
を

す
れ

ば
よ

い
か
わ

か
ら

な
い
 

□
 
2 

指
導

者
や

講
師

と
な

る
人

材
が

い
な
い

 
□

 
3 

活
用

で
き

る
教

材
が

少
な

い
 

□
 
4 

予
算

が
な

い
 

□
 
5 

他
の

優
先

課
題

が
あ

り
取
り

組
め

な
い

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

□
 
6 

そ
の

他
 

 □
 
7 

特
に

な
し

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 Q4
6
 
貴
学
に

消
費

者
教

育
推
進

の
た
め

に
、

国
に

期
待

す
る

こ
と
を
教
え

て
く
だ
さ

い
。
（
複

数
選

択
）

 
 

□
 1

 
ど

の
よ
う

な
内

容
・

方
法

で
行

え
ば
よ

い
か

等
の
指
針

の
提
示

 
□

 2
 

効
果

的
な

実
践

事
例

の
紹

介
 

□
 3

 
教

育
関
係

者
、

消
費

者
団

体
、

企
業
等

の
関

係
者
が
一

堂
に
会

す
る

機
会

の
提

供
 

□
 4

 
多

様
な
主

体
が

連
携

・
協

働
す

る
た
め

の
仕

組
み
の
創

設
 

□
 5

 
消

費
者
被

害
の

最
新

情
報

等
の

定
期
的

な
提

供
 

□
 6

 
学

生
向
け

パ
ン

フ
レ

ッ
ト

・
教

材
等
の

作
成

・
配
布

 
□

 7
 

教
職

員
向

け
対

応
マ

ニ
ュ

ア
ル

の
作
成

・
配

布
 

□
 8

 
ホ

ー
ム
ペ

ー
ジ

に
お

け
る

消
費

者
教
育

関
連

情
報
の
充

実
 

□
 9

 
イ

ベ
ン
ト

・
シ

ン
ポ

ジ
ウ

ム
等

の
開
催

 
□

 1
0 

大
学

等
へ

の
財

政
的

支
援

 
□

 1
1 

大
学

等
の

教
職

員
に

対
す

る
研

修
 

他
の

優
先

課
題

を
具

体
的

に
：

 具
体

的
に

：
 

 
 

 

E
：
他
機
関
と

の
連
携
状
況

 

 ■
 
貴
学
に
お
け
る
、
消
費
者
問
題
に
関
す
る
他
機
関
と
の
連
携
状

況
に
つ
い
て
伺
い
ま
す
。

 
 Q
4
0
 
 学

生
の
消
費
者
問
題
に
対
す

る
対

応
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
機
関
と
連
携
を
し
て
い
ま
す

か
。
あ

て
は

ま
る
も
の
を
す
べ

て
選
択
く
だ
さ
い
。（

複
数
選
択
）

 
□

 
1 

消
費

生
活
セ
ン
タ
ー
 

 
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
の
名
称
：

  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
→

Q
4
1
へ
 

□
 
2 

地
方

公
共

団
体

（
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
除
く
）
の
消
費
者
担
当
部
局

 
 

→
Q
4
2
へ
 

□
 
3 

警
察
 
 

 
 

 
 

 
 
 

→
Q
4
2
へ
 

□
 
4 

弁
護

士
会
 

 
 

 
 

 
 
 

→
Q
4
2
へ
 

□
 
5 

司
法

書
士

会
 

 
 

 
 

 
 
 

→
Q
4
2
へ
 

□
 
6 

金
融

広
報

委
員

会
 

 
 

 
 

 
 

→
Q
4
2
へ
 

□
 
7 

消
費

者
団

体
 

 
 
団
体
名
：
 

 
 

 
 

 
 

 
 

→
Q
4
2
へ
 

□
 
8 

Ｎ
Ｐ

Ｏ
等

の
民

間
団
体
 

 
団
体
名
：
 

 
 

 
 

 
 

 
 

→
Q
4
2
へ
 

□
 
9 

民
間

企
業
 

 
 
企
業
名
：
 

 
 

 
 

 
 

 
 

→
Q
4
2
へ
 

□
 
1
0 

大
学

生
協
 

 
 

 
 

 
 
 

→
Q
4
2
へ
 

□
 
1
1 

他
大

学
等
 

 
 

 
 

 
 
 

→
Q
4
2
へ
 

□
 
1
2 

そ
の

他
 

  
□

 
1
3 

特
に

連
携

し
て

い
な
い
 

 
 

 
 

 
 

→
Q
4
3
へ
 

 

※
 
地
域
の
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
に
つ
い
て

は
、
独
立
行
政
法
人

国
民
生
活
セ
ン
タ
ー
の

WE
B
サ
イ

ト
を
ご

確
認
下
さ
い
（

ht
tp

://
w

w
w.

ko
ku

se
n.

go
.jp

/m
ap

/）
。
 

 ■
 
【
Q
4
0
で
「
1
」
を

選
択
し
た
場
合
】

消
費
者
問
題
に
対
す

る
対
応
に
お

い
て
、
消
費
生
活

セ
ン
タ
ー
と
連

携
し
て
い
る
場
合
に
伺
い
ま

す
。

 

Q
4
1
 
学
生

の
消
費
者
問

題
に
対
す
る
対
応

に
お
い
て
、
地
域
の

消
費
生
活
セ

ン
タ
ー
と
ど
の
よ

う
な
連
携
を
行

っ
て
い
ま
す

か
。

あ
て

は
ま
る
も
の
を
す
べ
て
選
択
く
だ

さ
い

。
（
複
数
選

択
）

 
□

 
1 

教
材

・
広

報
物

の
共
同
作
成
・
配
布
 

□
 
2 

相
談

窓
口
の
紹
介

 
□

 
3 

セ
ン

タ
ー

作
成

の
教
材
・
掲
示
物
等
に
よ
る
学
生
へ
情
報
提
供

 
□

 
4 

学
生

へ
の

講
義

・
オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
講
師
を
依
頼
 

□
 
5 

学
内

教
職

員
対

象
の
研
修
講
師

を
依
頼

 
□

 
6 

学
内

関
係

組
織

と
の
認
識
共
有
・
意
見
交
換
 

□
 
7 

個
別

の
消

費
者

問
題
相
談
対
応
に
お
け
る
連
携
 

□
 
8 

定
期

的
な

会
議
・
会
合
の

実
施

 
□

 
9 

そ
の

他
 
 

 
   ■
 【

Q4
0
で
「
1
」「

1
3」

以
外
を
選
択
し
た

場
合
】
消
費
者
問
題
に
対
す
る
対

応
に
お
い
て

、
消
費
生
活
セ
ン
タ

ー
以
外
の
機
関
と
連
携
し

て
い

る
場
合
に
伺
い
ま
す
。

 

Q
4
2
 
学
生

の
消
費
者
問

題
に
対
す
る
対
応

に
お
い
て
、
他
機
関

（
消
費
生
活

セ
ン
タ
ー
を
除
く

）
と
の
連
携
に

つ
い
て
、
連

携
先

機
関

及
び
取
組
の
内
容
に
つ
い
て
具
体
的
に
回
答
く
だ
さ
い
。
（
自
由
記
述
）

 

具
体
的
に
：

 
 

具
体
的
に
：

 
 具
体
的
に
：
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Q
4
7
 
そ
の

他
、

消
費

者
教

育
に

関
し

て
ご
意

見
等

が
あ

り
ま

し
た
ら

お
書

き
く

だ
さ

い
。

 
       

G
：

回
答

部
局

等
に

つ
い

て
 

 ■
 
本

調
査
に

ご
回

答
頂

い
た

部
局

及
び
学

生
の

消
費

者
問

題
に

対
す
る

対
応

部
局

に
つ

い
て

伺
い
ま

す
。

 

F
1
 

 
本

調
査

の
ご

回
答

を
取

り
ま

と
め

ら
れ

た
担

当
部

局
名

、
担

当
者

名
、

連
絡

先
電

話
番

号
、

Ｅ
メ

ー
ル

ア
ド

レ
ス

を
ご

記
入

く
だ

さ
い
。

回
答

内
容

の
作

成
に

際
し
て

複
数

の
部

局
が

携
わ

ら
れ
た

場
合

に
は

、
代
表

し
て

本
調
査

に
回

答
頂

く
部
局

に
つ

い
て

ご
記

入
く

だ
さ
い
。

ご
回
答

の
内

容
に

つ
い
て

ご
連

絡
さ

せ
て
頂

く
場

合
が

ご
ざ

い
ま

す
。

 
 

 
 
 

 
 

本
調

査
の

ご
回

答
を

取
り

ま
と

め
ら

れ
た
部

局
と

、
学

生
の

消
費

者
問

題
に

対
す

る
対
応

を
ご
担

当
さ

れ
て

い
る
主

た
る

部
局

が
異

な
る

場
合
に

つ
い

て
は

、
別

途
、
担

当
部
局

名
、
担
当

者
名

、
連
絡

先
電
話

番
号
、

Ｅ
メ

ー
ル

ア
ド

レ
ス

を
ご
記
入

く
だ
さ

い
。

 

 

  
 

学
校

名
 

 
 

 
 

 
 

 

【
回

答
部

局
】

 

回
答

担
当

部
局

 
  
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
１

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

担
当

者
名

 
  
 
 
  
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
１

  
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

連
絡

先
電

話
番

号
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
１

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

E
メ

ー
ル

ア
ド

レ
ス

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

１
 

【
学

生
の

消
費

者
問

題
に

対
す

る
対
応

部
局

】
※

上
記

と
異
な

る
場

合
 

回
答

担
当

部
局

 
  
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
１

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

担
当

者
名

 
  
 
 
  
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
１

  
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

連
絡

先
電

話
番

号
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
１

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

E
メ

ー
ル

ア
ド

レ
ス

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

１
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5．2  消費者教育に関する取組状況調査 調査票（都道府県・市区町村教育委員会） 
本

調
査
に
お

け
る
「
消
費

者
教
育
」

の
考
え
方

に
つ
い
て

 
 

下
記
の
内

容
を
踏

ま
え

、
本
ア

ン
ケ
ー
ト

調
査
に
つ

い
て
ご
回

答
い
た

だ
き
ま
す

よ
う
お

願
い
申

し

上
げ
ま
す
。

 

 ○
 
消
費
者
教
育
の
理
念

（
消

費
者
庁
「
消
費
者
教
育
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
」
か
ら

）
 

近
年
、

経
済

の
仕

組
み

の
変
化

や
規

制
緩

和
の

流
れ

の
中

で
、
消

費
者

ト
ラ

ブ
ル

は
多
発

し
、

そ
の

内
容

も
複
雑
化
、
高
度
化
し
て
お
り
、
消
費

者
教

育
の
重
要
性
は

高
ま

っ
て
き
て
い
ま
す
。

 

そ
の
中

で
、

自
ら

の
利

益
の
擁

護
及

び
増

進
の

た
め

に
自

主
的
か

つ
合

理
的

に
行

動
し
、

消
費

者
の

権
利
を

実
現

す
る

よ
う

に
努

め
、

自
ら
進

ん
で

、
消

費
生

活
に

関
し

て
必

要
な

知
識

を
修

得
し

、
必

要

な
情

報
を
収
集
す
る
な
ど
、
自
主
的

か
つ

合
理
的
に
行
動
す
る
よ

う
に

努
め
る
消
費
者
－
す
な
わ
ち
「
自

立
し

た
消
費
者
」
の
育
成
を
目
指
す
こ
と
が

、
消

費
者
教
育

の
理
念
で
す
。
 

※
消
費
者
庁
「
消
費
者
教
育
ポ
ー
タ

ル
サ

イ
ト
」
を

ご
参
照
く

だ
さ
い
。

 

（
h
t
t
p
:
/
/w
w
w
.
c
aa
.
g
o
.
jp
/
k
p
o
r
t
a
l
/i
n
d
e
x
.p
h
p
）
 

 ○
 
消
費
者
教
育
の
目
的

 

（
１
）

消
費
者
被
害
・
事
故
に
あ
わ
な
い
消
費
者
を
育
成
す
る

。
 

（
２
）

安
心
し
て
豊
か
な
生
活
を
送
る
た
め
、
自
ら

気
づ
き
、
考
え
、
行

動
す

る
消
費
者

を
育
成
す
る

。
 

（
３
）
「
持
続
可
能
な

社
会
」
に
つ

い
て
自
覚

し
、
行
動
す
る
消
費
者
を
育
成
す
る
。
 

 ○
 
消
費
者
教
育
の
内
容

・
・

・
以
下
の
よ
う
な
も
の
が
考
え
ら

れ
ま

す
。
 

（
１
）

消
費
者
ト
ラ
ブ
ル
と
そ
の
対
処
法
に
つ
い
て

 

【
消
費
者
ト
ラ

ブ
ル

の
例
】
 

・
キ
ャ

ッ
チ
セ

ー
ル

ス
 

→
路

上
で

美
容
に

関
す
る

ア
ン

ケ
ー

ト
と

い
っ
て

声
を
か

け
ら

れ
、

無
料

で
美
顔

エ
ス
テ

を
す

る
と

言
わ

れ
営

業
所

へ
。

そ
こ

で
高

額
な

家
庭

用
美

顔
器

の
購

入
や

エ
ス

テ
の

契
約

を
長

時
間

に
わ

た
っ

て
勧

め

ら
れ

契
約

し
て

し
ま
っ

た
。

 

・
訪
問

販
売

 

→
一

人
住

ま
い

の
自

宅
に

新
聞

の
勧

誘
が

来
て

、
長

時
間

に
わ

た
っ

て
勧

誘
を

受
け

、
仕

方
な

く
契

約
を

し
て

し
ま

っ
た
。

 

・
点
検

商
法

 

→
業
者

が
自

宅
を

訪
問
し

て
き
て

、
水

道
水
を
点

検
す
る

と
い
っ

て
部

屋
に
上

り
、「

こ
の
ま

ま
で

は
健

康

被
害

を
受

け
る

」
と
言

わ
れ
、
高

額
な
浄

水
器
を

購
入

す
る

契
約

を
し
て

し
ま

っ
た
。

 

・
Ｓ
Ｆ

商
法
・
催

眠
商

法
 

→
無
料

サ
ン

プ
ル

配
布
と

い
う
チ

ラ
シ
を

見
て
会

場
に
行

く
と

、
狭

い
部

屋
に

20
～
3
0
人
が

集
ま

っ
て
い

た
。

販
売

員
の

話
術

と
周

り
の

雰
囲

気
で

「
買

わ
な

け
れ

ば
損

」
と

い
う

気
持

ち
に

な
り

、
高

額
商

品

を
購

入
し

て
し

ま
っ
た
。

 

・
内
職

・
モ
ニ

タ
ー
商

法
 

→
副

収
入
が

得
ら
れ

る
と

パ
ソ
コ

ン
の

デ
ー

タ
入
力

の
仕
事

を
勧

誘
さ

れ
た

。
仕
事

を
す

る
た
め

に
は
、

指
定
の

高
額
な
ソ

フ
ト
が

必
要
と

い
う

の
で
購

入
し
た

が
、

仕
事

を
紹
介

し
て

も
ら
え

な
い
。

 

・
マ
ル

チ
商
法

 

      

消
費

者
教

育
に

関
す

る
取

組
状

況
調

査
 調

査
票

（
都

道
府

県
・
市

区
町

村
教

育
委

員
会

）
 

     

 

本
調

査
票
を
ご

確
認
頂
き
、

Ｗ
Ｅ
Ｂ
サ
イ

ト
よ

り
ご
回
答
く

だ
さ
い

 

回
答

用
WE
B
サ

イ
ト
（

ht
tp
:
//
w
ww
.m
e
xt
-c
o
ns
um
e
r.
jp
）

 

 

調
査
主
体
：

文
部
科
学

省
 
生

涯
学
習
政
策

局
 
男

女
共
同
参

画
学
習
課
 

調
査
委
託
先
：
株
式

会
社

 
三
菱

総
合
研
究
所
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（
 

参
 
考
 

）
新
学

習
指
導
要

領
に
お
け

る
消

費
者

教
育
に
関

す
る

主
な

内
容

 

  ①
 
小
学

校
＜

文
部

科
学
省

平
成

２
０
年

３
月

告
示

＞
 

 
（

家
庭

科
）

 

 
 

・
物

や
金

銭
の

大
切

さ
に
気

付
き
、

計
画

的
な

使
い

方
を

考
え
る

こ
と

 

 
 

・
身

近
な

物
の

選
び

方
、
買

い
方
を

考
え

、
適

切
に

購
入

で
き
る

こ
と

 

 
 

②
 
中
学

校
＜

文
部

科
学
省

平
成

２
０
年

３
月

告
示

＞
 

 
（

社
会

科
（
公
民
）
）

 

 
 

・
金

融
な

ど
の

仕
組

み
や
働

き
 

 
 

・
消

費
者

の
自

立
の

支
援
な

ど
も
含

め
た

消
費

者
行

政
（

消
費
者

保
護

の
例

示
）

 

 
（

技
術

・
家

庭
科
）

 

 
 

・
自

分
や

家
族

の
消

費
生
活

に
関
心

を
持

ち
、

消
費

者
の

基
本
的

な
権

利
と

責
任

に
つ

い
て
理

解
す

る
こ

と

 
 
（
消

費
者

基
本

法
，

消
費
生

活
セ
ン

タ
ー

，
ク

ー
リ

ン
グ

・
オ
フ

制
度

等
）

 

 
 
 ・

販
売
方
法
の
特
徴
に
つ
い
て

知
り

、
生

活
に

必
要

な
物

質
・
サ
ー
ビ
ス
の
適
切
な
選
択

、
購

入
及

び
活

用
が

で
き
る
こ
と

 

 
 
 
（
環

境
へ

の
配

慮
，
電
子
マ

ネ
ー
等
）

 

  
③

 
高
等

学
校
＜

文
部
科

学
省

平
成

２
１

年
３
月

告
示

＞
 

 
（

公
民

科
）

 

 
 

・
消

費
者

に
関
す
る
問
題
 

 
 
 
（
消

費
者

基
本

法
，

消
費
者

契
約
法

，
多
重
債
務
問

題
，

製
品
事
故
等
）

 

 
（

家
庭

科
）

 

 
 

・
消

費
生

活
の

現
状

と
課
題
や
消
費
者
の
権
利
と
責

任
 

 
 

（
消

費
構

造
の

変
化

，
消
費

行
動
の
多
様
化

 
等
）

 

 
 
・
消

費
生

活
と

生
涯

を
見
通

し
た
経

済
の

計
画

 

 
 

・
契

約
、

消
費

者
信

用
及
び

そ
れ
ら

を
め

ぐ
る

問
題

 

 
 
 
（
多

重
債

務
問

題
等
）

 

 
 

・
消

費
者

問
題

や
消

費
者
の

自
立
と

支
援

 

   

 

・
架

空
請

求
・
不

当
請
求

 

→
利
用

し
た
覚

え
が
な

い
の
に

情
報
サ

イ
ト

の
利

用
料
金

を
請
求

さ
れ
た

。
 

 
出
会

い
系
サ

イ
ト
で

一
回
メ

ー
ル
を

し
た

だ
け

な
の
に

高
額
な

料
金
を

請
求
さ

れ
た

。
 

・
金

融
商

品
・
投

資
に
関

す
る
ト

ラ
ブ
ル

 

→
友
人

か
ら
未

公
開
株

へ
の
投

資
を
勧

め
ら

れ
、
預

貯
金

を
解
約

し
て

購
入
し

た
が
、
株

は
上

場
さ
れ

ず
、

解
約

も
出

来
な
い

。
 

・
多

重
債

務
 

→
消

費
者
金

融
、

信
販

会
社

、
銀

行
等

か
ら

の
借

入
や

ク
レ

ジ
ッ

ト
カ

ー
ド

で
の

商
品

購
入

な
ど

複
数

の

事
業

者
と

取
引

を
行

っ
て

い
る
う

ち
に

、
借

金
の
返

済
に

行
き
詰

ま
り

、
返

済
の

た
め

に
新

た
な

借
入

れ
を

し
て

し
ま
っ

た
。

 

【
対

処
法
の
例

】
 

・
ト

ラ
ブ

ル
に
あ

っ
た
と

き
の
ク

ー
リ
ン

グ
・

オ
フ
等

、
契
約

の
取
り

消
し
に

関
す
る

知
識

 

・
消
費

生
活
セ

ン
タ
ー

、
法

テ
ラ

ス
な
ど

の
相
談

先
に
関

す
る
知

識
 

・
悪

質
商

法
等
の

消
費
者

ト
ラ
ブ

ル
へ
の

対
処

法
 

 

（
２

）
消
費
生

活
に

関
す
る
知

識
（
暮
ら

し
て
い
く

上
で
必

要
と
な
る

知
識
）
に

つ
い
て

 

【
消

費
生
活
に

関
す

る
知
識
の
例

】
 

・
ク

レ
ジ

ッ
ト

カ
ー

ド
や

キ
ャ
ッ

シ
ン

グ
等

の
経
済

に
関

す
る
知

識
（

ク
レ

ジ
ッ
ト

の
仕

組
み
、

金
利

の
意

味
 

等
）

 

・
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

シ
ョ

ッ
ピ
ン

グ
や

イ
ン

タ
ー
ネ

ッ
ト

オ
ー
ク

シ
ョ

ン
に

関
す
る

知
識

（
イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
を
安

全
に
利

用
す
る

た
め
に

最
初
に

確
認

す
べ

き
事
項

 
等
）

 

・
家

計
管

理
（
多

重
債
務

に
な
ら

な
い
た

め
に

、
収
入

を
考
慮

し
た
生

活
設
計

を
行
う

）
 

・
食

品
や

製
品
の

安
全
と

表
示
に

関
す
る

知
識

（
取
扱

説
明
書

等
を
読

む
こ
と

の
重
要

性
 
等

）
 

・
身

近
な

消
費
者

行
政
の

窓
口
や

被
害
救

済
の

相
談
窓

口
（
消

費
生
活

セ
ン
タ

ー
の
連

絡
先
 

等
）

 

・
契

約
に

つ
い
て

の
義
務

と
権
利

等
（
口

頭
で

も
契
約

が
成
立

す
る
等

）
 

 

（
３

）
「
持
続

可
能
な
社

会
」

へ
の

貢
献

に
つ
い

て
 

【
持

続
可
能
な

社
会

へ
の
貢
献
の

例
】

 

・
個

人
の

消
費
行

動
が
社

会
に
与

え
る
影

響
と

責
任
を

理
解
し

た
行
動

 

・
グ

リ
ー

ン
コ
ン

シ
ュ
ー

マ
ー
（

環
境
へ

の
負

荷
が
で

き
る
か

ぎ
り
少

な
い
商

品
等
を

選
ん

で
購

入
す
る

）
 

・
フ

ェ
ア

ト
レ
ー

ド
（
生

産
者
に

公
正
な

労
働

を
保
証

し
て
い

る
商
品

等
を
選

ん
で
購

入
す

る
）

 

・
地

産
地

消
（

地
域

で
生

産
し
た

も
の

を
地

域
で
消

費
す

る
こ
と

で
、

環
境

負
荷
へ

の
削

減
と
地

域
経

済
活

性
化

へ
の

貢
献
を

す
る
）
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Q
5
 
連
携

協
議
会

の
活
動

に
よ
っ

て
得
ら

れ
た
成

果
を
伺

い
ま
す
。
あ
て
は

ま
る
も

の
を
す

べ
て

選
択

し
て

く
だ

さ
い

。
 

（
複
数
選

択
）

 

□
 1
  

関
係
部

局
と
の

情
報
や

課
題
認

識
が

共
有
で

き
た

 

□
 2
  

学
校
や

社
会
教

育
施
設

等
へ
の

情
報
・
教
材

の
提

供
が

推
進

・
充

実
し

た
 

□
 3
  

学
校
や

社
会
教

育
施
設

等
へ
の

専
門
家

の
派
遣

が
推
進

・
充
実

し
た

 

□
 4
  

教
員
対

象
の
研

修
事
業
が
充

実
し
た

 

□
 5
  

教
材
・

広
報
物

が
新
た

に
作
成

で
き
た

 

□
 6
  

関
係
部

局
が
作

成
す
る

教
材
・

広
報
物

に
教
育

現
場
の

ニ
ー
ズ

等
を
反

映
さ
せ

る
こ
と

が
で
き

た
 

□
 7
  

セ
ミ
ナ

ー
・
シ

ン
ポ
ジ

ウ
ム
等

を
共

催
し
た

 

□
 8
  

そ
の
他

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

□
 9
  

特
に
な

し
 

 

Q
6
 

連
絡

協
議

会
に

つ
い

て
ど

の
よ

う
な

課
題

が
あ

り
ま

す
か

。
あ

て
は

ま
る

も
の

を
す

べ
て

選
択

し
て

く
だ

さ
い

。

（
複

数
選

択
）

 

□
 1
  

会
議
が

形
式
的

な
も
の

に
な
っ

て
い
る

 

□
 2
  

議
論
・

検
討
す

べ
き
課

題
が
な

い
 

□
 3
  

そ
れ
ぞ

れ
の
取

組
報
告

に
終
わ

っ
て
い

て
、

施
策
の

推
進
に

結
び
つ

か
な
い

 

□
 4
  

ふ
さ
わ

し
い
部

署
が
構

成
員
に

な
っ
て

い
な

い
 

□
 5
  

そ
の
他

  
 

 

□
 6
  

特
に
な

し
 

 

■
【

Q
１
で
「

2」
を
選
択

し
た
場

合
】
連

絡
協
議

会
を
設

置
し
て

い
な
い

理
由
に

つ
い
て

伺
い
ま

す
。

 

Q
7
 
連
絡

協
議
会

を
設
置

し
て
い

な
い
理

由
は
何

で
す
か

。
あ
て

は
ま
る

も
の
を

す
べ

て
選

択
し

て
く
だ

さ
い

。（
複

数

選
択

）
 

□
 1
  

業
務
多

忙
に
よ

り
取
り

組
む
こ

と
が
難

し
い

 

□
 2
  

予
算
上

の
制
約

が
あ
り

取
り
組

む
こ
と

が
難
し

い
 

□
 3
  

協
議
会

以
外
の

手
段
で

随
時
連

携
を
図

っ
て
い

る
 

□
 4
  

類
似
の

協
議
会

を
設
置

し
て
お

り
、
そ

ち
ら
で

連
携

を
図
っ

て
い
る

 

 
具
体
的

な
協
議

会
名
：

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

□
 5
  

連
携
の

必
要
性

を
感
じ

な
い
 

□
 6
  

費
用
対

効
果
に

疑
問
を

感
じ
る

 

□
 7
  

そ
の
他

 
 
 

 
具
体
的
に
：

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

 
  

 
 
 
 

□
 8
  

特
に
な

し
 

 ■
 消

費
生
活

セ
ン
タ

ー
と
の
連

携
に
つ

い
て
伺

い
ま
す

。
 

Q
8
 
消
費

生
活
セ

ン
タ
ー

と
消
費

者
教
育

に
関
し

て
連
携

し
て
い

ま
す
か

。（
１
つ
選

択
）

 

□
 1
  

連
携
し

て
い
る

  
消
費
生

活
セ
ン

タ
ー
の

名
称
：

 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
→

Q
9
へ

 

□
 2
  

連
携
し

て
い
な

い
 

 
 

→
Q
10

へ
 

□
 3
  

域
内
に

消
費
生

活
セ
ン

タ
ー
が

な
い
 
 

→
Q
10

へ
 

 ■
【

Q
8
で
「

1
」
と
選

択
し
た
場

合
】
消

費
生
活

セ
ン
タ

ー
と
の

連
携
の

内
容
に

つ
い
て

伺
い
ま

す
。

 

Q
9
 

消
費

生
活

セ
ン

タ
ー

と
の

連
携

で
実

施
し

て
い

る
内

容
は

ど
の

よ
う

な
も

の
で

す
か

。
あ

て
は

ま
る

も
の

を
す

べ

て
選

択
し
て

く
だ

さ
い
。（

複
数

選
択
）

 
学

校
や
社

会
教
育

施
設

等
へ

の
情
報

・
教
材

の
提
供

 

□
 1
  

学
校
や

社
会
教

育
施
設

等
へ
の

専
門
家

の
派
遣

 

□
 2
  

教
員
対

象
の
研

修
事
業

の
実
施

 

□
 3
  

教
材
・

広
報
物

を
共
同

で
作
成

・
配
布

 

□
 4
  

広
報
物

等
で
消

費
生
活

セ
ン
タ

ー
の

情
報
を

提
供

 

□
 5
  

セ
ミ
ナ

ー
・
シ

ン
ポ
ジ

ウ
ム
の

開
催

 

具
体
的
に

：
 

具
体
的
に

：
 

消
費

者
教

育
に

関
す

る
取

組
状

況
調

査
 
調

査
票

 

※
本
調

査
に
お

い
て

は
、

特
段
の

記
載

が
な

い
場

合
、

平
成

2
2
年

6
月

1
日

の
状

況
に

つ
い

て
ご

回
答

く
だ

さ
い

。
※

各
項
目

に
お

い
て
「

そ
の
他

」
を

選
択

さ
れ
た

場
合

に
は
、

具
体
的

な
内
容

を
入

力
し

て
く
だ

さ
い

。
 

空
欄

の
場

合
、

回
答
用

Ｗ
Ｅ
Ｂ

画
面

を
次

の
項

目
に

進
め

る
こ
と

が
出
来

ま
せ

ん
。

 
 

Ａ
：

消
費
者

関
連
部

局
と

の
連

携
に
つ

い
て
 

■
 

消
費
者

担
当
部

局
と

の
連
携

に
つ
い

て
伺

い
ま
す

。
 

Q
1
 
 貴

教
育

委
員

会
に

お
い
て

、
消

費
者

担
当
部

局
と

連
携
強

化
の
た

め
、
連
絡

協
議

会
を
設

置
し
て

い
ま

す
か

。（
１

つ
選
択

）
 

□
 1
  

設
置
し

て
い

る
 
 

→
Q
2
へ

 

□
 2
  

設
置
し

て
い

な
い
 

→
Q
7
へ

 

 

■
 

【
Q
１

で
「

1」
を

選
択

し
た

場
合
】

連
絡

協
議
会

と
の
連

携
の
内

容
に

つ
い

て
伺
い

ま
す

。
 

Q
2
 
 連

絡
協

議
会

の
名

称
、
設

置
時
期

（
設
置

年
度

）
を

ご
記
入

く
だ

さ
い
。

 

協
議

会
名

称
：

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
（
文

字
入

力
）
 

西
暦

 
 

 
：

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

年
度

（
数

値
入

力
）

 

 Q
3
 
 連

絡
協

議
会

の
開

催
頻
度
に

つ
い

て
、

あ
て

は
ま
る

も
の
を

選
択

し
て
く

だ
さ
い

。（
１

つ
選
択

）
 

□
 1
  

 １
年
に

１
回
程

度
 

 
□

4 
１

年
に

４
回

程
度

 

□
 2
  
 
 １

年
に

２
回
程

度
 

 
□

5 
１

年
に

５
回

以
上

 

□
 3
  
 
 １

年
に

３
回
程

度
 

 
□

6 
そ

の
他

 
具
体

的
に
：
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

1

 

Q
4
 連

絡
協
議

会
の
構

成
メ

ン
バ

ー
を
伺

い
ま
す

。
あ

て
は

ま
る

も
の

を
す

べ
て

選
択
し

て
く
だ

さ
い

。
ま

た
、
連

絡
協

議
会
を

主
催
し

て
い

る
組

織
を
選

択
し
て

く
だ

さ
い
。
（
複

数
選

択
）

 

 
構

成
メ
ン

バ
ー

 
主

催
組

織

1
.
 
 教

育
委
員

会
社

会
教

育
担
当

部
局

 
□

 
□

 

2
.
 
 教

育
委
員

会
学

校
教

育
担
当

部
局

 
□

 
□

 

3
.
 
 消

費
者
担

当
部

局
（

消
費
生

活
セ
ン

タ
ー

以
外
）

 
□

 
□

 

4
.
 
 消

費
生
活

セ
ン
タ

ー
（

※
）

 
□

 
□

 

5
.
 
 警

察
 

□
 

□
 

6
.
 
 
｢
1｣

～
｢
5
｣ 

以
外

の
 

行
政

関
連

部
局

 
 

□
 

□
 

7
.
 
 学

校
関
係

者
 

（
教

員
等
）
 

□
 

□
 

8
.
 
 域

内
・
近

隣
市
区

町
村

 
□

 
□

 

9
.
 
 弁

護
士
会

 
□

 
□

 

1
0
.
 司

法
書
士

会
 

□
 

□
 

1
1
.
 金

融
広
報

委
員

会
 

□
 

□
 

1
2
.消

費
者

団
体

 
□

 
□

 

1
3
.
 そ

の
他
 

 
 

 
□

 
□

 

 

具
体
的

に
：

 

具
体

的
に
：

 

団
体
名
：

 

具
体
的
に
：
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 ■
【

Q
1
0
で

 
｢
1
｣]
～

｢
3
｣
を

選
択

し
た

場
合
】

教
育

委
員

会
が

実
施

・
協

力
し

て
い

る
取

組
に

つ
い

て
伺

い
ま

す
。

 
 

 Q
1
4 

消
費

者
教

育
関

連
の

取
組

に
つ

い
て

、
代

表
的

な
取

組
に

つ
い

て
具

体
的

に
回

答
を

お
願

い
し

ま
す

。
代

表
的

な

事
例

に
つ

い
て

ご
回

答
頂

け
る

事
例

数
を

選
択

く
だ

さ
い

。
 

□
 1
    

１
事

例
に

つ
い

て
回

答
す

る
 

→
Q
15
～

Q
2
0
に

回
答

 

□
 2
  

２
事

例
に

つ
い

て
回

答
す

る
 

→
Q
1
5
～

Q
2
6
に

回
答

 

□
 3

回
答

す
る

事
例

は
な

い
 

 
→

Q
2
7
へ

 

 

※
 
取

組
の

詳
細

に
つ

い
て

、
実

施
要

綱
、

パ
ン

フ
レ

ッ
ト

等
の

電
子

媒
体

を
ご

提
供

い
た

だ
け

る
場

合
、

Ｅ
メ

ー
ル

に
て

ご
送

付
願

い
ま

す
。（

回
答

い
た

だ
い

た
２

事
例

以
外

に
も

取
組

が
あ

り
、
実

施
要

綱
、
パ

ン
フ

レ

ッ
ト

等
を

ご
提

供
い

た
だ

け
る

場
合

は
併

せ
て

送
付

願
い

ま
す

）
 

○
 
宛

先
：

me
x
t-

c
on

s
um

e
r@

m
ri

.c
o
.
jp

 

○
 
件

名
に

記
入

い
た

だ
き

た
い

事
項

：
I
D
番

号
／

貴
教

育
委

員
会

名
／

問
番

号
 

（
記

入
例

：
0
1
10

0／
○

○
教

育
委

員
会

／
Q
1
4
）

 

 

【
教

育
委

員
会

で
主

催
・

共
催

・
協

力
し

て
い

る
消

費
者

教
育

：
事

例
１

】
 

Q
1
5
 

事
業

・
講

座
名

 

Q
1
6
 

主
催

組
織

 
 

 

Q
1
7 

事
業

の
概

要
 

 

Q
1
8
 

主
な

内
容

に
つ

い
て

あ
て

は
ま

る
も

の
を

す
べ

て
選

択
し

て
く

だ
さ

い
（

複
数

選
択

）
 

□
 1

 
マ

ル
チ
商

法
と

そ
の

対
処

法
 

□
 2

  
マ

ル
チ

商
法

以
外

の
悪

質
商

法
（

キ
ャ

ッ
チ

セ
ー

ル
ス

、
ア

ポ
イ

ン
ト

メ
ン

ト
セ

ー
ル

ス
等

）
と

 
そ

の
対

処
法

 
□

 3
 

金
融

商
品

・
投

資
に

関
す

る
ト

ラ
ブ

ル
と

そ
の

対
処

法
 

□
 4

 
振

り
込
め

詐
欺

と
そ

の
対

処
法

 
□

 5
 

消
費

者
金

融
等

の
利

用
に

関
す

る
ト

ラ
ブ

ル
（

多
重

債
務

含
む

）
と

そ
の

対
処

法
 

□
 6

 
携

帯
電
話

・
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

に
関

す
る

ト
ラ

ブ
ル

と
そ

の
対

処
法

 
□

 7
 

ク
ー

リ
ン

グ
・

オ
フ

等
の

制
度

や
そ

の
活

用
に

つ
い

て
 

□
 8

 
ク

レ
ジ
ッ

ト
の

仕
組

み
に

つ
い

て
 

□
 9

 
食

品
や
製

品
の

安
全

と
表

示
に

つ
い

て
 

□
 1

0
 
環

境
に
配

慮
し

た
商

品
取

引
に

つ
い

て
（

グ
リ

ー
ン

コ
ン

シ
ュ

ー
マ

ー
等

）
 

□
 1

1
 
国

際
的
な

商
品

取
引

に
つ

い
て

（
フ

ェ
ア

ト
レ

ー
ド

等
）

 
□

 1
2
 
そ

の
他
 

 Q
1
9 

対
象

者
 

□
 1

  
対

象
の

限
定

な
し

 
□

 2
  

女
性

の
み

対
象

 
□

 3
  

高
齢

者
（

お
お

む
ね

６
０

歳
以

上
）

の
み

対
象

 

□
 4

  
そ

の
他

特
定

層
対

象
 

 Q
2
0 

開
始

年
度

 

□
 1

  
平
成

2
0
年

度
以
前

か
ら
継
続

し
て
実

施
 

□
 2

  
平
成

2
1
年

度
に
初

め
て
実
施

 
□

 3
  

平
成

2
2
年

度
に
初

め
て
実
施

（
予
定

）
 

 

 

具
体

的
に

：
 

具
体

的
に

：
 

具
体

的
に

：
 

  

 

 

Ｂ
：
社

会
教
育

関
連

の
設
問
 

■
 教

育
委

員
会
が

実
施

・
協

力
し
て
い

る
消
費

者
教
育

関
連

の
取

組
に

つ
い
て

伺
い

ま
す
。

 

Q
1
0 

貴
教

育
委
員
会

が
平
成

21
年
度

に
実
施

し
た
、
ま

た
は

平
成

2
2
年
度

に
実

施
を
予

定
し

て
い

る
消

費
者

教
育
関

連
の

取
組

が
あ

り
ま
す

か
。
（
複

数
選

択
）

 

□
 1
  

教
育
委

員
会
の

予
算

で
実
施
し

て
い

る
取
組

が
あ
る

 
 

 
→

Q
11

へ
 

□
 2
  

教
育
委

員
会
の

関
連

団
体
・

組
織

の
予

算
で

実
施
し
て

い
る
取

組
が
あ

る
 

→
Q
11

へ
 

 
 
関

連
団

体
・

組
織

名
：
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

□
 3
  

教
育
委

員
会
の

予
算

で
実
施
し

て
い

る
取
組

は
な
い

が
、
他

部
局

の
予

算
で
実

施
し

て
い

る
取

組
に
協

力
し

て
い

る
 

（
例

:消
費

者
担

当
部

局
の

実
施
す

る
消

費
者

教
育

講
座

を
､教

育
委
員
会
の
生
涯
学
習
講
座
の
１
メ
ニ
ュ
ー
と
し
て
広
報

を
行
っ
て
い

る
）
 

 
 

 
 

 
 

 
→

Q
11

へ
 

□
 4
  

教
育
委

員
会
及

び
関

連
団
体
・

組
織

の
予
算

で
実
施

し
て
い

る
取
組
は

な
い
。

ま
た
、

他
部

局
の
取
組

に
つ

い
て

は
承

知
し

て
い

な
い

 
 

 
 

 
 

 
→

Q
27

へ
 

 ■
【

Q
1
0
で

 ｢
1
｣,
｢
2｣
,
｢3

｣を
選

択
し
た

場
合
】

教
育
委

員
会
が

実
施
・

協
力

し
て
い

る
取
組

に
つ
い

て
伺
い

ま
す
。

 

Q
1
1 

貴
教

育
委
員
会

が
実
施
・
協
力

し
て

い
る
消

費
者
教
育

関
連
の

取
組
に
つ

い
て

、
あ
て

は
ま
る

も
の

を
す

べ
て

選

択
し

て
く

だ
さ
い
。（

複
数
選

択
）

 

 
教
育
委
員

会
の

 

予
算
で
実
施

 

関
連

団
体
・
組
織

の
予
算
で
実
施

 

他
部
局
の

取
組

み
に

協
力

 

1
.
 住

民
対
象

の
学
級

・
講

座
の

実
施

 
□

 
□

 
□

 

2
.
 住

民
対
象

の
指
導

者
養

成
講

座
の

実
施

 
□

 
□

 
□

 

3
.
 イ

ベ
ン
ト

・
シ
ン

ポ
ジ

ウ
ム

等
の

開
催

 
□

 
□

 
□

 

4
.
 パ

ン
フ
レ

ッ
ト
等

の
配

布
に

よ
る

情
報

提
供

 
□

 
□

 
□

 

5
.
 消

費
者
教

育
実
施

団
体
へ

の
補
助

・
支

援
 

□
 

□
 

□
 

6
.
 見

守
り
ボ

ラ
ン
テ

ィ
ア
等

の
登
録

・
派

遣
 

□
 

□
 

□
 

7
.
 そ

の
他

 

 
□

 
□

 
□

 

 
 

 

■
【

Q
11

で
 
｢
1｣
,
｢2
｣を

選
択
し

、
教

育
委

員
会

の
予
算
で

実
施

し
て
い

る
場
合

】
住
民
対

象
の

学
級
・
講

座
や
指

導
者

養
成

講
座

に
つ
い

て
伺

い
ま
す

。
 

Q
1
2 

住
民

対
象
の

学
級
・
講

座
や
指

導
者

養
成

講
座

を
担

当
し

て
い

る
講
師

の
属
性

に
つ

い
て

伺
い
ま

す
。
あ

て
は
ま

る
も

の
を

す
べ

て
選

択
し

て
く
だ

さ
い

。（
複

数
選
択

）
 

□
 1
 

教
育

委
員

会
職

員
（
社

会
教
育
主

事
等
）

 

□
 2
 

消
費

者
担

当
部

局
職
員

 

□
 3
 

警
察

官
 

□
 4
 

｢
1
｣～

｢
3｣
以
外

の
行
政

職
員
 

 
部
局

名
：
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

□
 5
 

行
政

職
員

以
外

の
消
費

生
活
関
連

の
有
資

格
者
（

消
費
生

活
専
門

相
談
員

等
）

 

□
 6
 

大
学

教
員

 

□
 7
 

弁
護

士
 

□
 8
 

司
法

書
士

 

□
 9
 

民
間

企
業

 
 

 
企
業

名
：
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

□
 1

0
 

地
域

の
消

費
者

団
体
 

 
団
体

名
：
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

□
 1

1
 

Ｎ
Ｐ

Ｏ
等

の
民
間

団
体

 
 

団
体

名
：
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

□
 1

2
 

そ
の
他

 
 

 
具
体

的
に

：
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Q
1
3 

住
民

対
象
の

学
級
・
講

座
や
指

導
者

養
成

講
座

に
つ

い
て

教
育

効
果
の

把
握
を

し
て

い
ま

す
か
。
あ
て

は
ま

る
も

の
を
選

択
し

て
く

だ
さ

い
（
複

数
選

択
）

 

具
体
的
に

：
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■
【

Q
27

で
 
｢1

｣
,｢

2
｣を

選
択
し

た
場
合

】
公

民
館

や
生

涯
学

習
セ

ン
タ

ー
が

主
催

し
て

い
る

取
組

に
つ

い
て

伺
い

ま
す
。
 

Q
2
8
 

公
民

館
や

生
涯

学
習

セ
ン

タ
ー
が

主
催

し
て
い

る
消
費

者
教
育

関
連
の

取
組
に

つ
い
て

、
代

表
的

な
取

組
に

つ
い

て
具

体
的

に
回

答
を

お
願

い
し

ま
す

。
代

表
的

な
事

例
に

つ
い

て
ご

回
答

頂
け

る
事

例
数

を
選

択
く

だ
さ

い
。

 

□
 1

  
１

事
例

に
つ

い
て

回
答

す
る

 
→

Q
29

～
Q
3
4
に

回
答

 

□
 2

  
２

事
例

に
つ

い
て

回
答

す
る
 

→
Q
29

～
Q
4
0
に

回
答

 

□
 3

  
回

答
す

る
事
例

は
な
い

 
 

→
Q
41

へ
 

※
 
取

組
の

詳
細

に
つ

い
て

、
実

施
要

綱
、

パ
ン

フ
レ

ッ
ト

等
の

電
子

媒
体

を
ご

提
供

い
た

だ
け

る
場

合
、

Ｅ
メ

ー
ル

に
て

ご
送

付
願

い
ま

す
。（

回
答

い
た

だ
い

た
２

事
例

以
外

に
も

取
組

が
あ

り
、
実

施
要
綱

、
パ

ン
フ

レ

ッ
ト

等
を

ご
提

供
い

た
だ

け
る
場

合
は

併
せ

て
送

付
願

い
ま

す
）

 

○
 
宛

先
：

me
x
t-

c
on

s
um

e
r@

m
ri

.c
o
.
jp
 

○
 
件

名
に

記
入

い
た

だ
き

た
い

事
項

：
I
D
番

号
／

貴
教

育
委

員
会

名
／

問
番

号
 

（
記

入
例

：
0
1
10

0／
○
○

教
育

委
員

会
／

Q
2
8
）

 

【
公

民
館

や
生

涯
学

習
セ

ン
タ
ー

が
主

催
し

て
い
る

消
費

者
教

育
：

事
例

１
】

 

Q
2
9 

施
設

名
 

Q
3
0 

事
業

・
講

座
名

 
 

 

Q
3
1 

事
業
の

概
要

 

  

Q
3
2 

主
な

内
容
に

つ
い

て
あ

て
は

ま
る

も
の

を
す

べ
て

選
択
し

て
く
だ

さ
い
 

（
複
数

選
択
）

 

□
 1

  
マ

ル
チ

商
法
と

そ
の
対

処
法

 

□
 2

  
マ

ル
チ

商
法
以

外
の
悪

質
商
法

（
キ
ャ

ッ
チ
セ

ー
ル
ス

、
ア
ポ

イ
ン
ト

メ
ン
ト

セ
ー
ル

ス
等
）

と
 

そ
の

対
処

法
 

□
 3

  
金

融
商

品
・
投

資
に
関

す
る
ト

ラ
ブ
ル

と
そ
の

対
処
法

 

□
 4

  
振

り
込

め
詐
欺

と
そ
の

対
処
法

 

□
 5

  
消

費
者

金
融

等
の

利
用

に
関
す

る
ト
ラ

ブ
ル
（

多
重
債

務
含
む

）
と
そ

の
対
処

法
 

□
 6

  
携

帯
電

話
・
イ

ン
タ
ー

ネ
ッ
ト

に
関
す

る
ト
ラ

ブ
ル
と

そ
の
対

処
法

 

□
 7

  
ク

ー
リ

ン
グ
・

オ
フ
等

の
制
度

や
そ
の

活
用
に

つ
い
て

 

□
 8

  
ク

レ
ジ

ッ
ト
の

仕
組
み

に
つ
い

て
 

□
 9

  
食

品
や

製
品
の

安
全
と

表
示
に

つ
い
て

 

□
 1

0
 
環

境
に
配

慮
し
た

商
品
取

引
に
つ

い
て
（

グ
リ
ー

ン
コ
ン

シ
ュ
ー

マ
ー
等

）
 

□
 1

1
 
国

際
的
な

商
品
取

引
に
つ

い
て
（

フ
ェ
ア

ト
レ
ー

ド
等
）

 

□
 1

2
 
そ

の
他

 
 

具
体

的
に

：
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 Q
3
3 

対
象
者

 

□
 1

  
対

象
の

限
定
な

し
 

□
 2

  
女

性
の

み
対
象

 
□

 3
  

高
齢

者
（

お
お

む
ね
６

０
歳
以

上
）
の

み
対
象

 

□
 4

  
そ

の
他

特
定

層
対

象
 

 
具

体
的

に
：

 
 

 
 

 
 

具
体

的
に

：
 

  
 

 
 

 
 

   

  

【
教

育
委
員

会
で

主
催

・
共

催
・

協
力

し
て

い
る

消
費

者
教

育
：

事
例

２
】

 

Q
2
1
 

事
業

・
講

座
名

 

Q
2
2
 

主
催

組
織

 
 

 

Q
2
3 

事
業
の

概
要

 

 
 

Q
2
4 

主
な
内

容
に
つ

い
て
あ

て
は

ま
る

も
の
を

す
べ

て
選
択

し
て
く

だ
さ
い

（
複

数
選

択
）
 

□
 
1
  

マ
ル
チ

商
法
と

そ
の
対

処
法

 
□

 
2
  

マ
ル
チ

商
法
以

外
の
悪

質
商
法

（
キ

ャ
ッ

チ
セ

ー
ル

ス
、
ア

ポ
イ
ン

ト
メ
ン

ト
セ

ー
ル

ス
等
）

と
 

そ
の
対

処
法

 
□

 
3
  

金
融
商

品
・
投

資
に
関

す
る
ト

ラ
ブ

ル
と
そ

の
対
処

法
 

□
 
4
  

振
り
込

め
詐
欺

と
そ
の

対
処
法

 
□

 
5
  

消
費
者

金
融
等

の
利
用

に
関
す

る
ト

ラ
ブ

ル
（

多
重

債
務
含

む
）
と

そ
の

対
処

法
 

□
 
6
  

携
帯
電

話
・
イ

ン
タ
ー

ネ
ッ
ト

に
関

す
る
ト

ラ
ブ
ル

と
そ
の

対
処
法

 
□

 
7
  

ク
ー
リ

ン
グ
・

オ
フ
等

の
制
度

や
そ

の
活
用

に
つ
い

て
 

□
 
8
  

ク
レ
ジ

ッ
ト
の

仕
組
み

に
つ
い

て
 

□
 
9
  

食
品
や

製
品
の

安
全
と

表
示
に

つ
い

て
 

□
 
1
0
 
環

境
に

配
慮
し

た
商
品

取
引

に
つ

い
て
（

グ
リ
ー

ン
コ
ン

シ
ュ

ー
マ

ー
等

）
 

□
 
1
1
 
国

際
的

な
商
品

取
引
に

つ
い

て
（

フ
ェ
ア

ト
レ
ー

ド
等
）

 
□

 
1
2
 
そ

の
他

 
 

 
 Q
2
5 

対
象
者

 

□
 
1
  

対
象
の

限
定
な

し
 

□
 
2
  

女
性
の

み
対
象

 
□

 
3
  

高
齢
者

（
お
お

む
ね
６

０
歳
以

上
）

の
み
対

象
 

□
 
4
  

そ
の
他

特
定
層

対
象

 

 Q
2
6 

開
始
年

度
 

□
 
1
  

平
成

2
0
年

度
以

前
か
ら

継
続

し
て

実
施

 
□

 
2
  

平
成

2
1
年

度
に

初
め
て

実
施

 
□

 
3
  

平
成

2
2
年

度
に

初
め
て

実
施

（
予

定
）

 
  ■

 
公
民

館
・
生

涯
学
習

セ
ン
タ

ー
等

に
お
け

る
消
費

者
教
育

に
つ
い

て
伺

い
ま

す
。

 

 
※

教
育

委
員
会

等
が
実

施
し
て

い
る

取
組
（

Q
1
0～

Q
2
6
の

回
答

）
と
重

複
が

な
い
よ

う
に
し

て
く
だ

さ
い
。

 

Q
2
7
 

所
管

す
る
公

民
館
（

市
町

村
の

み
）・

生
涯
学

習
セ
ン

タ
ー
等

の
社

会
教

育
施
設

が
平
成

2
1
年

度
に
主

催
し
た

、

ま
た
は

平
成

2
2
年
度

に
主
催

予
定

の
消

費
者
教

育
の
実

施
状

況
を

把
握

し
て

い
ま
す

か
。
あ

て
は
ま

る
も
の

を
選
択

し
て
く

だ
さ
い

。
（
１

つ
選
択

）
 

□
 
1
  

実
施
状

況
を
お

お
む
ね

把
握
し

て
い

る
 

→
Q
2
8
へ

 

□
 
2
  

実
施

状
況

を
一
部

把
握
し

て
い

る
 

 
→

Q
2
8
へ

 

□
 
3
  

把
握

し
て

い
な
い

 
 

 
→

Q
4
1
へ

 

□
 
4
  

そ
の

他
 

 
 

具
体

的
に
：

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

→
Q
4
1
へ

 

具
体

的
に

：
 

具
体

的
に

：
 

具
体
的

に
：

 

  

  



 
Ｃ

：
学

校
教

育
関
連

の
設
問

 

■
 
学

校
教
育

の
教

科
等

に
お

け
る
消

費
者

教
育

の
実
施

状
況

に
つ
い

て
伺

い
ま

す
。

 

Q
4
1 

貴
教
育

委
員

会
に
お

い
て

、
所

管
の
学
校

（
設
置

し
て

い
る
学

校
）

が
平

成
2
1
年

度
に

実
施
し

た
、
ま

た
は

平

成
22

年
度
に

実
施
予

定
の

取
組

を
把
握

し
て

い
ま
す
か

。
（
１

つ
選
択

）
 

□
 1

  
実

施
状

況
を

お
お
む

ね
把

握
し

て
い
る

 
 

 
→

Q
4
2
へ

 
□

 2
  

実
施
状

況
を

一
部
把

握
し

て
い

る
 

 
 

→
Q
4
2
へ

 
□

 3
  

把
握
し

て
い

な
い
  

 
 

 
 

 
 

→
Q
5
5

へ
 

□
 4

  
そ

の
他

  
 

具
体

的
に
：

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

→
Q
5
5

へ
 

 
※

学
校
教

育
に
お

け
る
消

費
者

教
育

の
取

組
の
例

 

 
・

総
合
的

な
学
習

の
時
間

に
お

い
て

、
外

部
講
師

に
よ
る

多
重

債
務

に
つ

い
て

の
授

業
を

実
施

 

 
・

道
徳

の
時

間
に

、
消

費
生

活
セ

ン
タ

ー
が

作
成

し
た

教
材

を
使

用
し

て
、

も
の

や
お

金
の

使
い

方
と

大
切

さ
に

つ

い
て

の
授

業
を

実
施

 

 ■
【
Q
4
1
で

 
｢
1
｣
,
｢
2｣
を

選
択

し
た

場
合

】
正

規
の
教

育
課

程
に

お
け
る

消
費

者
教
育

の
取

組
に

つ
い
て

伺
い

ま
す
。

 

Q
4
2
 

学
校
が

主
催
し

て
い

る
消

費
者
教

育
関

連
の
取
組

に
つ
い

て
、
代

表
的

な
取

組
に
つ

い
て

具
体

的
に
回
答

を
お

願
い

し
ま

す
。
代

表
的

な
事
例

に
つ

い
て

ご
回
答

頂
け

る
事
例
数

を
選
択

く
だ

さ
い
。

 

□
 
1
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１
事
例

に
つ

い
て
回

答
す

る
  

 
→

Q
4
3
～
Q
4
8
に
回

答
 

□
 
2
  

２
事
例

に
つ

い
て
回

答
す

る
  

 
→

Q
4
3
～
Q
5
4
に
回

答
 

□
 
3

回
答
す

る
事

例
は
な

い
 

 
 

→
Q
5
5
へ

 

※
 
取

組
の

詳
細

に
つ

い
て

、
実

施
要

綱
、

パ
ン

フ
レ

ッ
ト

等
の

電
子

媒
体

を
ご

提
供

い
た

だ
け

る
場

合
、

Ｅ
メ

ー
ル

に
て
ご

送
付

願
い

ま
す

。（
回

答
い

た
だ

い
た

２
事

例
以
外

に
も

取
組

が
あ
り

、
実
施

要
綱

、
パ

ン
フ

レ

ッ
ト

等
を
ご

提
供

い
た

だ
け

る
場

合
は

併
せ

て
送

付
願

い
ま

す
）

 

○
 
宛

先
：

m
e
x
t-
c
o
n
s
um
e
r@
m
r
i
.c
o
.
j
p
 

○
 
件

名
に
記

入
い

た
だ
き

た
い

事
項

：
I
D
番

号
／
貴

教
育

委
員
会

名
／

問
番

号
 

（
記

入
例

：
0
1
1
0
0／

○
○

教
育

委
員
会

／
Q
4
2
）

 

 
 

【
学

校
が

主
催

し
て

い
る
消

費
者

教
育

：
事

例
１
】

 

Q
4
3 

事
業
名

 

Q
4
4 

実
施
し

た
教

科
等

 

Q
4
5 

事
業
の

内
容

 

 Q
4
6 

外
部
講

師
の

属
性
（

複
数

選
択

）
 

□
 1

 
教

育
委
員

会
職
員

（
社

会
教
育

主
事

等
）

 
□

 2
 

消
費

者
担

当
部
局

職
員

（
｢
3｣

を
除

く
）

 
□

 3
 

消
費

生
活

セ
ン
タ

ー
職

員
（
相
談

員
含
む

）
 

□
 4

 
警

察
官

 
□

 5
 

｢
1
｣
～

｢
3｣
以

外
の

行
政

職
員
 

 
部
局

名
：

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
□

 6
 

行
政

職
員

以
外
の

消
費

生
活
関
連

の
有
資

格
者
（

消
費

生
活
専
門

相
談
員

等
）

 
□

 7
 

大
学

教
員

 
□

 8
 

弁
護

士
 

□
 9

 
司

法
書
士

 
□

 
1
0
 
民

間
企
業

 
 
 

 
 

 
 
 

 
企
業

名
：

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

具
体

的
に

：
 

  
 

 【
公

民
館

や
生

涯
学

習
セ

ン
タ

ー
が

主
催

し
て

い
る

消
費

者
教
育

：
事

例
２

】
 

Q
3
5 

施
設
名

 

Q
3
6 

事
業
・

講
座

名
 

 
 

Q
3
7 

事
業

の
概
要

 

  
Q
3
8 

主
な
内

容
に

つ
い

て
あ
て

は
ま

る
も

の
を

す
べ

て
選

択
し

て
く
だ

さ
い

 
（

複
数

選
択

）
 

□
 1

  
マ

ル
チ

商
法

と
そ

の
対

処
法

 
□

 2
  

マ
ル
チ

商
法

以
外

の
悪

質
商

法
（

キ
ャ

ッ
チ

セ
ー

ル
ス

、
ア

ポ
イ

ン
ト

メ
ン
ト

セ
ー

ル
ス

等
）

と
 

そ
の

対
処

法
 

□
 3

  
金

融
商

品
・

投
資

に
関

す
る

ト
ラ

ブ
ル

と
そ

の
対

処
法

 
□

 4
  

振
り
込

め
詐

欺
と

そ
の

対
処

法
 

□
 5

  
消

費
者

金
融

等
の

利
用

に
関

す
る

ト
ラ

ブ
ル

（
多

重
債

務
含
む

）
と

そ
の

対
処

法
 

□
 6

  
携

帯
電

話
・

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
に

関
す

る
ト

ラ
ブ

ル
と

そ
の

対
処

法
 

□
 7

  
ク

ー
リ

ン
グ

・
オ

フ
等

の
制

度
や

そ
の

活
用

に
つ

い
て

 
□

 8
  

ク
レ
ジ

ッ
ト

の
仕

組
み

に
つ

い
て

 
□

 9
  

食
品
や

製
品

の
安

全
と

表
示

に
つ

い
て

 
□

 1
0
 
環

境
に

配
慮

し
た

商
品
取

引
に

つ
い

て
（

グ
リ

ー
ン

コ
ン

シ
ュ

ー
マ

ー
等

）
 

□
 1

1
 
国

際
的

な
商

品
取

引
に
つ

い
て

（
フ

ェ
ア

ト
レ

ー
ド

等
）

 
□

 1
2
 
そ

の
他

 
 

 
具

体
的

に
：

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Q
3
9 

対
象

者
 

□
 1

  
対

象
の

限
定

な
し

 
□

 2
  

女
性
の

み
対

象
 

□
 3

  
高

齢
者

（
お

お
む

ね
６

０
歳

以
上

）
の

み
対

象
 

□
 4

  
そ

の
他

特
定

層
対

象
 

 
 

具
体
的

に
：

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 

 Q
4
0 

事
業

開
始
年

度
 

□
 1

  
平

成
2
0
年

度
以

前
か

ら
継
続

し
て

実
施

 
□

 2
  

平
成

2
1
年

度
に

初
め

て
実
施

 
□

 3
  

平
成

2
2
年

度
に

初
め

て
実
施

（
予

定
）

 

具
体

的
に

：
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□
 
1
  

ク
ー

リ
ン

グ
・

オ
フ

等
の

制
度

や
そ

の
活

用
に

つ
い

て
 

□
 
2
  

ク
レ

ジ
ッ

ト
の

仕
組
み

に
つ
い

て
 

□
 
3
  

食
品

や
製

品
の

安
全

と
表

示
に

つ
い

て
 

□
 
4
 

環
境

に
配

慮
し

た
商

品
取

引
に

つ
い

て
（

グ
リ

ー
ン

コ
ン

シ
ュ

ー
マ

ー
等

）
 

□
 
5
 

国
際

的
な

商
品

取
引
に

つ
い

て
（

フ
ェ

ア
ト

レ
ー

ド
等

）
 

□
 
6
 

そ
の

他
 

 
 

具
体

的
に

：
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 Q
5
4 

開
始

年
度

 

□
 
1
  

平
成

20
年

度
以

前
か

ら
継

続
し

て
実

施
 

□
 
2
  

平
成

21
年

度
に

初
め

て
実

施
 

□
 
3
  

平
成

22
年

度
に

初
め

て
実

施
（

予
定

）
 

 ■
 

教
職

員
対

象
の

研
修

の
実

施
状

況
に

つ
い

て
伺

い
ま

す
。

 

Q
5
5
 
貴

教
育

委
員

会
が

平
成

21
年
度

に
実
施

し
た

、
ま

た
は

平
成

2
2
年

度
に

実
施
予

定
の

教
職

員
対

象
の

研
修

に
お

い
て

、
消

費
者

教
育

に
関

す
る
内

容
を

扱
っ

て
い

ま
す

か
。

他
機

関
が

主
催

す
る

研
修

へ
の

教
職

員
の

派
遣

も
含

み

ま
す
。
（

１
つ

選
択

）
 

□
 1

  
扱

っ
て

い
る

 
 

 
 

→
Q
56

へ
 

□
 2

  
扱

っ
て

い
な

い
 
 

 
 

→
Q
58

へ
 

□
 3

  
現

在
は

扱
っ

て
い

な
い

が
、

今
後

実
施

予
定

 
→

Q
58

へ
 

□
 4

  
研

修
は

実
施

し
て

い
な

い
 
 

 
→

Q
58

へ
 

□
 5

  
そ

の
他

 
 

 
具
体

的
に

：
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 →
Q
58

へ
 

※
 
取

組
の

詳
細

に
つ

い
て

、
実

施
要

綱
、

パ
ン

フ
レ

ッ
ト

等
の

電
子

媒
体

を
ご

提
供

い
た

だ
け

る
場

合
、

Ｅ
メ

ー
ル

に
て
ご

送
付

願
い

ま
す

。
 

○
 
宛

先
：

m
e
x
t-

c
o
n
s
um

e
r@
m
ri

.c
o
.
jp

 

○
 
件

名
に

記
入

い
た

だ
き

た
い
事

項
：

I
D
番

号
／

貴
教

育
委

員
会

名
／

問
番

号
 

（
記

入
例

：
0
1
10
0
／

○
○

教
育

委
員
会

／
Q
5
5）

 

 ■
【

Q
5
1
で

 
｢
1
｣を

選
択

し
た

場
合

】
教

職
員

研
修

制
度

の
実

施
内

容
に

つ
い

て
伺

い
ま

す
。
 

Q
5
6 

貴
教

育
委

員
会

で
実

施
し

て
い

る
教

職
員

研
修

制
度

の
実

施
内

容
に

つ
い

て
伺

い
ま

す
。
あ
て

は
ま
る

も
の
を

す

べ
て

選
択

し
て

く
だ

さ
い

。（
複

数
選

択
）

 

□
 1

  
消

費
者

教
育

に
特

化
し

た
研

修
を

実
施

し
て

い
る

 
□

 2
  

研
修

の
一

部
に

消
費

者
教

育
に

か
か

る
内

容
を

含
む

研
修

を
実

施
し

て
い

る
 

□
 3

  
他

機
関

が
主

催
す

る
研

修
に

教
職
員

を
派
遣

し
て
い

る
 

 
派

遣
先

等
（

具
体

的
に

）
：
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 Q
5
7 

貴
教

育
委

員
会

で
実

施
し

て
い

る
教

職
員

研
修

制
度
の

具
体

的
内

容
に

つ
い

て
、

教
え

て
く

だ
さ

い
。

 

実
施

内
容

（
具
体

的
に

）
 

 

 ■
 

消
費

者
担

当
部

局
と

の
人

事
交

流
に

つ
い

て
伺

い
ま

す
。

 

Q
5
8 

貴
教

育
委

員
会

に
お

い
て

は
、

消
費

者
担

当
部

局
と

の
人

事
交

流
を

図
っ

て
い

ま
す

か
。
（

複
数

選
択

）
 

□
 1

  
消

費
者

担
当

部
局

に
教

員
を

配
置
し

て
い

る
（

長
期

研
修

含
む

）
 

□
 2

  
消

費
者

担
当

部
局

に
教

育
委

員
会

経
験

者
を

配
置

し
て

い
る

 
□

 3
  

教
育

委
員

会
に

消
費

者
担

当
部

局
経

験
者
を

配
置

し
て

い
る

 

Q
4
8 

開
始

年
度

 

□
 1

  
平

成
2
0
年

度
以

前
か

ら
継
続

し
て

実
施

 
□

 2
  

平
成

2
1
年

度
に

初
め

て
実
施

 
□

 3
  

平
成

2
2
年

度
に

初
め

て
実
施

（
予

定
）

 

【
学

校
が

主
催

し
て

い
る

消
費

者
教

育
：

事
例

２
】

 

Q
4
9 

事
業

名
 

Q
5
0 

実
施

し
た

教
科

等
 

Q
5
1 

事
業

の
内

容
 

 Q
5
2 

外
部

講
師

の
属

性
（

｢
1
4｣

以
外

複
数

回
答

）
 

□
 1

 
教

育
委

員
会

職
員

（
社
会

教
育

主
事

等
）

 
□

 2
 

消
費
者

担
当

部
局

職
員
（

｢
3｣

を
除

く
）

 
□

 3
 

消
費
生

活
セ

ン
タ

ー
職
員

（
相

談
員

含
む

）
 

□
 4

 
警

察
官

 
□

 5
 

｢
1
｣～

｢
4｣
以

外
の

行
政
職

員
 

 
具

体
的

に
：
 

 
 

 
 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 Q
4
7 

主
な

内
容

に
つ

い
て

あ
て

は
ま
る

も
の

を
す

べ
て

選
択
し

て
く

だ
さ

い
（

複
数

選
択

）
 

□
 1

  
マ

ル
チ

商
法

と
そ

の
対

処
法

 
□

 2
  

マ
ル
チ

商
法

以
外

の
悪

質
商

法
（

キ
ャ

ッ
チ

セ
ー

ル
ス

、
ア

ポ
イ

ン
ト

メ
ン
ト

セ
ー

ル
ス

等
）

と
 

そ
の

対
処

法
 

□
 3

  
金

融
商

品
・

投
資

に
関

す
る

ト
ラ

ブ
ル

と
そ

の
対

処
法

 
□

 4
  

振
り
込

め
詐

欺
と

そ
の

対
処

法
 

□
 5

  
消

費
者

金
融

等
の

利
用

に
関

す
る

ト
ラ

ブ
ル

（
多

重
債

務
含

む
）

と
そ

の
対
処

法
 

□
 6

  
携

帯
電

話
・

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
に

関
す

る
ト

ラ
ブ

ル
と

そ
の

対
処

法
 

□
 7

  
ク

ー
リ

ン
グ

・
オ

フ
等

の
制

度
や

そ
の

活
用

に
つ

い
て

 
□

 8
  

ク
レ
ジ

ッ
ト

の
仕

組
み

に
つ

い
て

 
□

 9
  

食
品
や

製
品

の
安

全
と

表
示

に
つ

い
て

 
□

 1
0
 
環

境
に

配
慮

し
た

商
品
取

引
に

つ
い

て
（

グ
リ

ー
ン

コ
ン

シ
ュ

ー
マ

ー
等

）
 

□
 1

1
 
国

際
的

な
商

品
取

引
に
つ

い
て

（
フ

ェ
ア

ト
レ

ー
ド

等
）

 
□

 1
2
 
そ

の
他

 
 

具
体

的
に

：
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

□
 6

 
行

政
職

員
以

外
の

消
費
生

活
関

連
の

有
資

格
者

（
消

費
生

活
専

門
相

談
員

等
）

 
□

 7
 

大
学
教

員
 

□
 8

 
弁

護
士

 
□

 9
 

司
法
書

士
 

□
 1

0
 
民

間
企

業
 

 
 

 
 
 

 
 

 
企

業
名

：
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

□
 1

1
 
地

域
の

消
費

者
団

体
 
 

 
 

 
団

体
名

：
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

□
 1

2
 
Ｎ

Ｐ
Ｏ

等
の

民
間

団
体
 

 
 

 
団

体
名

：
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

□
 1

3
 
そ

の
他

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
具

体
的

に
：
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

□
 1

4
 
学

校
外

か
ら

の
講

師
等
を

招
へ

い
し

て
い

な
い

 
 Q
5
3 

主
な

内
容

に
つ

い
て

あ
て

は
ま
る

も
の

を
す

べ
て

選
択
し

て
く

だ
さ

い
（

複
数

選
択

）
 

□
 1

  
マ

ル
チ

商
法

と
そ

の
対

処
法

 
□

 2
  

マ
ル
チ

商
法

以
外

の
悪

質
商

法
（

キ
ャ

ッ
チ

セ
ー

ル
ス

、
ア

ポ
イ

ン
ト

メ
ン
ト

セ
ー

ル
ス

等
）

と
 

そ
の

対
処

法
 

□
 3

  
金

融
商

品
・

投
資

に
関

す
る

ト
ラ

ブ
ル

と
そ

の
対

処
法

 

具
体

的
に

：
 

具
体

的
に

：
 

具
体

的
に

：
 

 



Q
6
3
そ

の
他
、
消
費
者
教
育
に
関
し
て
ご

意
見

等
が
あ
り
ま
し
た
ら
お
書
き
く
だ
さ
い
。

 
      

Ｅ
：

回
答

部
局

等
に

つ
い

て
 

 F
1
 
貴

都
道
府

県
名
・

市
区
町

村
名
（

市
区
町

村
の

み
）

を
ご
記

入
く
だ

さ
い

 

 
 
都

道
府
県

名
 

 
 
 

 
 
 

 
 
  
  

 

市
区

町
村

名
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

  
 

 F
2
 

本
調
査

票
の

回
答

を
と

り
ま

と
め

ら
れ

た
担

当
部

局
名

、
担

当
者

名
、

連
絡
先

電
話

番
号
、

E
メ

ー
ル

ア
ド

レ
ス

を
ご

記

入
く
だ

さ
い

。
回

答
内

容
の
作

成
に
際

し
て
複

数
の
部

局
が
関
わ

っ
た

場
合

に
は

、
代
表

し
て
回

答
す
る

部
局
の

名
称
を

ご
記
入

く
だ
さ

い
。

ご
回

答
の
内

容
お
問

合
せ
を

さ
せ
て

い
た
だ

く
こ
と

が
あ
り

ま
す
。

 

 
 
 

本
調
査

の
ご
回

答
を
取

り
ま
と

め
ら

れ
た

部
局
と

、
消

費
者
問

題
の
主

担
当
部

局
が
異

な
る
場

合
に
つ

い
て
は

、
別
途

、

担
当
部

局
名

、
担

当
者
名

、
連
絡

先
電
話

番
号
、

Ｅ
メ
ー

ル
ア
ド

レ
ス
を

ご
記
入

く
だ
さ

い
。
 

 
【

回
答

部
局
】

 

回
答

担
当

部
局

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
担

当
者
名

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

１
 

連
絡

先
電

話
番

号
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
Ｅ

メ
ー
ル

ア
ド
レ

ス
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
１

 

 【
消
費

者
問
題

の
主
対

応
部
局

】
※
上

記
と

異
な

る
場
合

 

主
担

当
部

局
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
担

当
者
名

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

１
 

連
絡

先
電

話
番

号
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
Ｅ

メ
ー
ル

ア
ド
レ

ス
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
１

 

   

Ｄ
：

今
後
の

取
組
・

課
題
に

つ
い

て
 

 Q
5
9 

そ
の

他
、
消

費
者
教
育

に
関
し

て
特
記

す
べ
き

取
組
が

あ
り
ま

し
た
ら

、
ご
記

入
く

だ
さ

い
。

 

開
始
年

度
や
取

組
の
具

体
的
な

内
容
に

つ
い
て

記
述
し

て
く
だ

さ
い
。

 

具
体

的
に

：
 

 ※
 
取

組
の

詳
細

に
つ

い
て

、
実

施
要

綱
、

パ
ン

フ
レ

ッ
ト

等
の

電
子

媒
体

を
ご

提
供

い
た

だ
け

る
場

合
、

Ｅ
メ

ー
ル

に
て

ご
送

付
願

い
ま
す

。
 

○
 
宛

先
：

m
e
x
t-

c
on

s
um

e
r@

m
ri

.c
o
.
jp
 

○
 
件

名
に
記

入
い

た
だ
き

た
い
事
項

：
I
D
番

号
／
貴

教
育

委
員
会

名
／

問
番

号
 

（
記

入
例

：
0
1
10

0／
○
○

教
育

委
員
会
／

Q
5
9）

 
 Q
6
0
 

 
貴

教
育

委
員

会
に

お
い

て
、

今
後

、
特

に
重

点
的

に
行

い
た

い
と

考
え

て
い

る
取

組
に

つ
い

て
教

え
て

く
だ

さ

い
。（

複
数

選
択

）
 

□
 1

 
学

校
に
お

け
る
消

費
者

教
育
の
充

実
 

□
 2

 
社

会
教
育

施
設
に

お
け

る
消

費
者

教
育
の

充
実

 
□

 3
 

住
民

を
対

象
と
し

た
啓

発
・

情
報

提
供

 
□

 4
 

学
校

教
職

員
へ
の

研
修

 
□

 5
 

教
員

の
指

導
マ
ニ

ュ
ア

ル
、
指

導
者
手

引
き

の
作

成
 

□
 6

 
社

会
教
育

に
お
け

る
消

費
者
教

育
の

担
い

手
の
育

成
 

□
 7

 
学

校
教
育

の
教
材

の
作

成
 

□
 8

 
社

会
教
育

の
教
材

の
作

成
 

□
 9

 
消

費
者
担

当
部
局

と
の
連

携
の
強

化
 

□
 1

0
 
そ

の
他

 
 

具
体

的
に

：
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

□
 1

1
 
特

に
な
し

 
 Q
6
1 

貴
教

育
委
員

会
に
お
い

て
、
今
後

、
消
費

者
教
育

を
推
進

す
る

に
あ
た

っ
て
、
課

題
と

な
る
こ

と
に
つ
い

て
教
え

て
く

だ
さ

い
。
（
複

数
選
択

）
 

□
 1

  
ど
の
よ

う
な
取

組
を
す

れ
ば
よ

い
か

わ
か
ら

な
い

 
□

 2
  

指
導
者

や
講
師

と
な
る

人
材

が
い

な
い

 
□

 3
  

活
用
で

き
る
教

材
が

少
な
い

 
□

 4
  

予
算
が

な
い

 
□

 5
  

他
の
優

先
課
題

が
あ
り

取
り

組
め
な
い

 
 

他
の
課

題
の
具

体
例
（

具
体

的
に
）
：

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
□

 6
  

そ
の
他

 
 

 
具

体
的

に
：

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

□
 7

  
特
に
な

し
 

 Q
6
2
 

貴
教

育
委

員
会

に
お

け
る

消
費

者
教

育
推

進
の

た
め

に
、

国
に

期
待

す
る

こ
と

を
教

え
て

く
だ

さ
い

。
（

｢
1
3
｣
以

外
複
数

回
答
）

 

□
 1

  
ど
の
よ

う
な
内

容
・
方

法
で
行

え
ば

よ
い
か
等

の
指
針

の
提
示

 
□

 2
  

効
果
的

な
実
践

事
例
の

紹
介

 
□

 3
  

教
育
関

係
者
、

消
費
者

団
体
、

企
業

等
の
関
係

者
が
一

堂
に
会

す
る

機
会
の

提
供

 
□

 4
  

多
様
な

主
体
が

連
携
・

協
働
す

る
た

め
の
仕
組

み
の
創

設
 

□
 5

  
学
級
・

講
座
の

実
施
の

た
め
の

指
導
者

養
成
の

推
進

 
□

 6
  

消
費
者

被
害
の

最
新
情

報
等
の

定
期
的

な
提
供

 
□

 7
  

パ
ン
フ

レ
ッ
ト

・
教
材

等
の
作

成
・
配

布
 

□
 8

  
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ

に
お
け

る
消
費

者
教

育
関
連

情
報
の
充

実
 

□
 9

  
イ
ベ
ン

ト
・
シ

ン
ポ
ジ

ウ
ム
等

の
開
催
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5．3  消費者教育に関する取組状況調査（大学・短期大学・高等専門学校）単純集計結果 

（1） 学生生活支援・消費者問題全般 

 
Q1  学生生活支援における課題 

学生生活の支援において特に課題であると考えているものについてあてはまるものを

最大で５つまで選択ください。（複数選択） 

学生生活支援における課題 

全体
学業不
振・不登
校

喫煙問題
大麻等の
薬物問題

ハラスメ
ント（セク
シュアル
ハラスメ
ント、パ
ワーハラ
スメント、
アカデミッ
クハラスメ
ント）

交通事故 飲酒問題
悪質商法
等の消費
者被害

携帯電
話・イン
ターネット
における
トラブル

経済問題
（学生
ローン、
多重債務
等）

カルト・宗
教等に関
する問題

交際相手
等からの
暴力
（デートＤ
Ｖ、ストー
カー等）

自殺

自己啓発
セミナー
等に関す
る問題

その他 特になし

1039 692 590 520 471 407 325 290 290 286 255 100 97 31 61 14全体：n=1039  
学生生活支援における課題（設置者別） 

全体
学業不
振・不登
校

喫煙問題
大麻等の
薬物問題

ハラスメ
ント（セク
シュアル
ハラスメ
ント、パ
ワーハラ
スメント、
アカデミッ
クハラスメ
ント）

交通事故 飲酒問題
悪質商法
等の消費
者被害

携帯電
話・イン
ターネット
における
トラブル

経済問題
（学生
ローン、
多重債務
等）

カルト・宗
教等に関
する問題

交際相手
等からの
暴力
（デートＤ
Ｖ、ストー
カー等）

自殺

自己啓発
セミナー
等に関す
る問題

その他 特になし

国立：n=126 126 75 46 58 66 60 78 18 42 12 49 6 40 3 6 2
公立：n=85 85 58 25 35 38 38 29 21 19 13 18 10 9 2 10 2
私立：n=827 827 558 518 427 367 309 218 251 228 260 188 83 48 26 45 10  

学生生活支援における課題（校種別） 

全体
学業不
振・不登
校

喫煙問題
大麻等の
薬物問題

ハラスメ
ント（セク
シュアル
ハラスメ
ント、
パワーハ
ラスメン
ト、アカデ
ミックハラ
スメント）

交通事故 飲酒問題
悪質商法
等の消費
者被害

携帯電
話・イン
ターネット
における
トラブル

経済問題
（学生
ローン、
多重債務
等）

カルト・宗
教等に関
する問題

交際相手
等からの
暴力
（デートＤ
Ｖ、ストー
カー等）

自殺

自己啓発
セミナー
等に関す
る問題

その他 特になし

大学：n=672 672 443 350 378 329 252 244 183 147 187 203 52 74 21 38 9
短期大学：n=317 317 218 206 129 128 123 62 103 106 97 52 43 10 9 21 4
高等専門学校：n=49 49 30 33 13 14 32 19 4 36 1 0 4 13 1 2 1  

学生生活支援における課題（規模別） 

全体
学業不
振・不登
校

喫煙問題
大麻等の
薬物問題

ハラスメ
ント（セク
シュアル
ハラスメ
ント、パ
ワーハラ
スメント、
アカデミッ
クハラスメ
ント）

交通事故 飲酒問題
悪質商法
等の消費
者被害

携帯電
話・イン
ターネット
における
トラブル

経済問題
（学生
ローン、
多重債務
等）

カルト・宗
教等に関
する問題

交際相手
等からの
暴力
（デートＤ
Ｖ、ストー
カー等）

自殺

自己啓発
セミナー
等に関す
る問題

その他 特になし

小規模：n=740 740 519 429 311 317 321 179 205 226 217 115 78 52 15 40 12
中規模：n=155 155 101 87 106 83 52 60 39 37 41 53 9 16 10 14 1
大規模：n=143 143 71 73 103 71 34 86 46 26 27 87 12 29 6 7 1  
 

Q2  学生生活支援における対策・対応 

学生生活の支援における対策・対応として特に重点的に取り組まれていることについ

てあてはまるものを最大で３つまで選択ください。（複数選択） 
学生生活支援における対策・対応 

全体
学生相談
体制の充
実

学内全体
に対する
啓発・情
報提供

奨学金等
の経済的
支援

学生の課
外活動に
対する支
援

学生の保
護者との
連携（保
護者会の
開催等）

授業・ゼミ
における
注意喚起

相談員と
教職員と
の連携・
協働

学外の専
門機関
（警察、消
費生活セ
ンター等）
との連携

悩みを抱
えていな
がら相談
に来ない
学生への
対応

他大学等
の先進的
取組等の
情報収集

その他 特になし

1039 680 534 499 259 251 225 219 108 77 19 13 11全体：n=1039  

 256



学生生活支援における対策・対応（設置者別） 

全体
学生相談
体制の充
実

学内全体
に対する
啓発・情
報提供

奨学金等
の経済的
支援

学生の課
外活動に
対する支
援

学生の保
護者との
連携（保
護者会の
開催等）

授業・ゼミ
における
注意喚起

相談員と
教職員と
の連携・
協働

学外の専
門機関
（警察、消
費生活セ
ンター等）
との連携

悩みを抱
えていな
がら相談
に来ない
学生への
対応

他大学等
の先進的
取組等の
情報収集

その他 特になし

国立：n=126 126 100 67 48 50 20 11 29 11 6 1 1 2
公立：n=85 85 65 46 33 19 4 10 28 13 8 1 1 1
私立：n=827 827 514 420 418 190 227 204 162 83 63 17 11 8  

学生生活支援における対策・対応（校種別） 

全体
学生相談
体制の充
実

学内全体
に対する
啓発・情
報提供

奨学金等
の経済的
支援

学生の課
外活動に
対する支
援

学生の保
護者との
連携（保
護者会の
開催等）

授業・ゼミ
における
注意喚起

相談員と
教職員と
の連携・
協働

学外の専
門機関
（警察、消
費生活セ
ンター等）
との連携

悩みを抱
えていな
がら相談
に来ない
学生への
対応

他大学等
の先進的
取組等の
情報収集

その他 特になし

大学：n=672 672 459 341 335 184 150 114 156 67 53 11 8 6
短期大学：n=317 317 185 169 152 53 86 107 53 36 22 7 4 4
高等専門学校：n=49 49 35 23 12 22 15 4 10 4 2 1 1 1  

学生生活支援における対策・対応（規模別） 

全体
学生相談
体制の充
実

学内全体
に対する
啓発・情
報提供

奨学金等
の経済的
支援

学生の課
外活動に
対する支
援

学生の保
護者との
連携（保
護者会の
開催等）

授業・ゼミ
における
注意喚起

相談員と
教職員と
の連携・
協働

学外の専
門機関
（警察、消
費生活セ
ンター等）
との連携

悩みを抱
えていな
がら相談
に来ない
学生への
対応

他大学等
の先進的
取組等の
情報収集

その他 特になし

小規模：n=740 740 474 370 341 153 186 182 147 82 65 17 10 10
中規模：n=155 155 112 76 88 55 38 21 35 13 5 0 0 0
大規模：n=143 143 93 87 70 51 27 22 37 12 7 2 3 1  
 

Q3  消費者問題に関する課題 

学生生活における消費者問題に関して、特に課題であると考えているものについてあ

てはまるものを最大で５つまで選択ください。（複数選択） 

消費者問題に関する課題 

全体

携帯電
話・イン
ターネット
に関する
トラブル

マルチ商
法以外の
悪質商法
（キャッチ
セール
ス、アポ
イントメン
トセール
ス等）

マルチ商
法

クーリン
グ・オフ等
の制度や
活用につ
いての理
解不足

学生ロー
ン、消費
者金融等
の利用
に関する
トラブル
（多重債
務含む）

学生が悪
質商法の
加害者と
なること

賃貸ア
パート契
約等の契
約に関す
るトラブル

クレジット
の仕組み
の理解不
足

食品や製
品の安全
と表示に
関する理
解不足

金融商
品・投資
に関する
トラブル

環境に配
慮してい
ない商品
の流通

国際的な
公正に取
引されて
いない商
品の流通

その他 特になし

1039 667 640 534 348 288 278 224 194 54 50 16 13 10 109全体：n=1039  
消費者問題に関する課題（設置者別） 

全体

携帯電
話・イン
ターネット
に関する
トラブル

マルチ商
法以外の
悪質商法
（キャッチ
セール
ス、アポ
イントメン
トセール
ス等）

マルチ商
法

クーリン
グ・オフ等
の制度や
活用につ
いての理
解不足

学生ロー
ン、消費
者金融等
の利用
に関する
トラブル
（多重債
務含む）

学生が悪
質商法の
加害者と
なること

賃貸ア
パート契
約等の契
約に関す
るトラブル

クレジット
の仕組み
の理解不
足

食品や製
品の安全
と表示に
関する理
解不足

金融商
品・投資
に関する
トラブル

環境に配
慮してい
ない商品
の流通

国際的な
公正に取
引されて
いない商
品の流通

その他 特になし

国立：n=126 126 98 72 59 48 34 35 21 23 3 10 1 3 3 1
公立：n=85 85 47 40 33 20 25 20 18 14 3 3 0 0 0 17
私立：n=827 827 522 528 442 280 229 223 185 157 48 37 15 10 7 81

0

 
消費者問題に関する課題（校種別） 

全体

携帯電
話・イン
ターネット
に関する
トラブル

マルチ商
法以外の
悪質商法
（キャッチ
セール
ス、アポ
イントメン
トセール
ス等）

マルチ商
法

クーリン
グ・オフ等
の制度や
活用につ
いての理
解不足

学生ロー
ン、消費
者金融等
の利用に
関するト
ラブル（多
重債務含
む）

学生が悪
質商法の
加害者と
なること

賃貸ア
パート契
約等の契
約に関す
るトラブル

クレジット
の仕組み
の理解不
足

食品や製
品の安全
と表示に
関する理
解不足

金融商
品・投資
に関する
トラブル

環境に配
慮してい
ない商品
の流通

国際的な
公正に取
引されて
いない商
品の流通

その他 特になし

大学：n=672 672 427 440 375 230 205 199 164 102 17 37 6 6 6 69
短期大学：n=317 317 198 184 148 102 74 69 59 81 35 12 10 5 2 35
高等専門学校：n=49 49 42 16 11 16 9 10 1 11 2 1 0 2 2 4  
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消費者問題に関する課題（規模別） 

全体

携帯電
話・イン
ターネット
に関する
トラブル

マルチ商
法以外の
悪質商法
（キャッチ
セール
ス、アポ
イントメン
トセール
ス等）

マルチ商
法

クーリン
グ・オフ等
の制度や
活用につ
いての理
解不足

学生ロー
ン、消費
者金融等
の利用
に関する
トラブル
（多重債
務含む）

学生が悪
質商法の
加害者と
なること

賃貸ア
パート契
約等の契
約に関す
るトラブル

クレジット
の仕組み
の理解不
足

食品や製
品の安全
と表示に
関する理
解不足

金融商
品・投資
に関する
トラブル

環境に配
慮してい
ない商品
の流通

国際的な
公正に取
引されて
いない商
品の流通

その他 特になし

小規模：n=740 740 460 414 333 237 197 156 139 159 46 29 13 11 8 98
中規模：n=155 155 110 114 90 55 46 60 48 20 4 2 1 1 0
大規模：n=143 143 97 112 111 56 45 62 37 15 4 19 2 1 2 5

5  
 

（2） 学生・教職員に対する消費者問題に関する啓発・情報提供 

 
Q4  学生に対する啓発・情報提供 

消費者問題について学生に対してどのような啓発・情報提供を行っていますか。あて

はまるものをすべて選択ください。（複数選択） 

学生に対する啓発・情報提供 

全体

学内への
ポスター
等への提
示

入学時等
における
ガイダン
ス

学生便覧
等への記
載

刊行物の
作成・配
布

学生向け
Ｗｅｂサイ
トへの掲
載

シンポジ
ウム・セミ
ナー等の
開催

保護者へ
の情報提
供

メール配
信

校内放送
による注
意喚起・
情報提供

その他 特になし

1039 808 729 562 269 199 123 110 77 26 45 83全体：n=1039  
学生に対する啓発・情報提供（設置者別） 

全体

学内への
ポスター
等への提
示

入学時等
における
ガイダン
ス

学生便覧
等への記
載

刊行物の
作成・配
布

学生向け
Ｗｅｂサイ
トへの掲
載

シンポジ
ウム・セミ
ナー等の
開催

保護者へ
の情報提
供

メール配
信

校内放送
による注
意喚起・
情報提供

その他 特になし

国立：n=126 126 94 71 60 32 29 19 10 7 0 11
公立：n=85 85 61 52 37 14 20 11 3 10 0 1 12
私立：n=827 827 652 605 465 223 150 93 97 60 26 33 63

8

 
学生に対する啓発・情報提供（校種別） 

全体

学内への
ポスター
等への提
示

入学時等
における
ガイダン
ス

学生便覧
等への記
載

刊行物の
作成・配
布

学生向け
Ｗｅｂサイ
トへの掲
載

シンポジ
ウム・セミ
ナー等の
開催

保護者へ
の情報提
供

メール配
信

校内放送
による注
意喚起・
情報提供

その他 特になし

大学：n=672 672 540 506 406 197 166 80 82 56 15 22 45
短期大学：n=317 317 237 214 154 66 33 30 24 19 11 18 32
高等専門学校：n=49 49 30 8 2 6 0 13 4 2 0 5 6  

学生に対する啓発・情報提供（規模別） 

全体

学内への
ポスター
等への提
示

入学時等
における
ガイダン
ス

学生便覧
等への記
載

刊行物の
作成・配
布

学生向け
Ｗｅｂサイ
トへの掲
載

シンポジ
ウム・セミ
ナー等の
開催

保護者へ
の情報提
供

メール配
信

校内放送
による注
意喚起・
情報提供

その他 特になし

小規模：n=740 740 554 479 343 153 83 77 51 52 16 32 8
中規模：n=155 155 132 130 110 52 48 17 19 9 3 8 1
大規模：n=143 143 121 119 109 64 68 29 40 16 7 5 2

0
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Q5  学生に対する啓発・情報提供の内容 

【Q4 で「特になし」以外を選択した場合のみ回答】 
消費者問題について学生に対してどのような内容の啓発・情報提供を行っていますか。

あてはまるものをすべて選択ください。（複数選択） 
学生に対する啓発・情報提供の内容 

全体

マルチ商
法以外の
悪質商法
（キャッチ
セール
ス、アポ
イントメン
トセール
ス等）とそ
の対処法

マルチ商
法とその
対処法

クーリン
グ・オフ等
の制度や
活用につ
いて

携帯電
話・イン
ターネット
に関する
トラブルと
その対処
法

学生ロー
ン、消費
者金融等
の利用
に関する
トラブル
（多重債
務含む）
とその対
処法

クレジット
の仕組み
について

金融商
品・投資
に関する
トラブルと
その対処
法

賃貸ア
パート契
約等の契
約に関す
る
トラブルと
その対処
法

食品や製
品の安全
と表示に
ついて

環境に配
慮した商
品取引に
ついて
（グリーン
コン
シュー
マー等）

国際的な
商品取引
について
（フェアト
レード等）

その他

956 763 686 575 542 290 239 151 126 64 18 12 33全体：n=956  
学生に対する啓発・情報提供の内容（設置者別） 

全体

マルチ商
法以外の
悪質商法
（キャッチ
セール
ス、アポ
イントメン
トセール
ス等）とそ
の対処法

マルチ商
法とその
対処法

クーリン
グ・オフ等
の制度や
活用につ
いて

携帯電
話・イン
ターネット
に関する
トラブルと
その対処
法

学生ロー
ン、消費
者金融等
の利用
に関する
トラブル
（多重債
務含む）
とその対
処法

クレジット
の仕組み
について

金融商
品・投資
に関する
トラブルと
その対処
法

賃貸ア
パート契
約等の契
約に関す
る
トラブルと
その対処
法

食品や製
品の安全
と表示に
ついて

環境に配
慮した商
品取引に
ついて
（グリーン
コン
シュー
マー等）

国際的な
商品取引
について
（フェアト
レード等）

その他

国立：n=118 118 85 83 71 82 32 37 25 10 6 1 1
公立：n=73 73 53 49 41 37 24 23 18 8 4 1 0 5
私立：n=764 764 624 554 462 422 233 179 107 108 54 16 11 19

9

 
学生に対する啓発・情報提供の内容（校種別） 

全体

マルチ商
法以外の
悪質商法
（キャッチ
セール
ス、アポ
イントメン
トセール
ス等）とそ
の対処法

マルチ商
法とその
対処法

クーリン
グ・オフ等
の制度や
活用につ
いて

携帯電
話・イン
ターネット
に関する
トラブルと
その対処
法

学生ロー
ン、消費
者金融等
の利用
に関する
トラブル
（多重債
務含む）
とその対
処法

クレジット
の仕組み
について

金融商
品・投資
に関する
トラブルと
その対処
法

賃貸ア
パート契
約等の契
約に関す
るトラブル
とその対
処法

食品や製
品の安全
と表示に
ついて

環境に配
慮した商
品取引に
ついて
（グリーン
コン
シュー
マー等）

国際的な
商品取引
について
（フェアト
レード等）

その他

大学：n=627 627 532 478 400 350 202 152 113 90 27 5 5 25
短期大学：n=285 285 213 192 160 160 80 73 32 36 34 12 6 6
高等専門学校：n=43 43 17 16 14 31 7 14 5 0 3 1 1 2  

学生に対する啓発・情報提供の内容（規模別） 

全体

マルチ商
法以外の
悪質商法
（キャッチ
セール
ス、アポ
イントメン
トセール
ス等）とそ
の対処法

マルチ商
法とその
対処法

クーリン
グ・オフ等
の制度や
活用につ
いて

携帯電
話・イン
ターネット
に関する
トラブルと
その対処
法

学生ロー
ン、消費
者金融等
の利用
に関する
トラブル
（多重債
務含む）
とその対
処法

クレジット
の仕組み
について

金融商
品・投資
に関する
トラブルと
その対処
法

賃貸ア
パート契
約等の契
約に関す
るトラブル
とその対
処法

食品や製
品の安全
と表示に
ついて

環境に配
慮した商
品取引に
ついて
（グリーン
コン
シュー
マー等）

国際的な
商品取引
について
（フェアト
レード等）

その他

小規模：n=660 660 496 434 364 373 198 179 100 78 57 17 9 21
中規模：n=154 154 132 123 107 82 44 30 21 28 4 1 3 5
大規模：n=141 141 134 129 103 86 47 30 29 20 3 0 0 7  
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Q7  教職員に対する啓発・情報提供 

教職員に対する消費者問題に関する啓発・情報提供を行っていますか。あてはまるも

のをすべて選択ください。（複数選択） 

教職員に対する啓発・情報提供 

全体

生活指
導・学生
相談
に関わる
教職員を
対象に実
施

全専任教
員を対象
に実施

受講を希
望する教
職員を対
象に実施

新任教職
員を対象
に実施

その他 特になし

1039 168 110 25 24 42 747全体：n=1039  
教職員に対する啓発・情報提供（設置者別） 

全体

生活指
導・学生
相談
に関わる
教職員を
対象に実
施

全専任教
員を対象
に実施

受講を希
望する教
職員を対
象に実施

新任教職
員を対象
に実施

その他 特になし

国立：n=126 126 16 7 4 5 7
公立：n=85 85 4 12 1 1 1
私立：n=827 827 148 91 20 18 34 583

93
70

 
教職員に対する啓発・情報提供（校種別） 

全体

生活指
導・学生
相談
に関わる
教職員を
対象に実
施

全専任教
員を対象
に実施

受講を希
望する教
職員を対
象に実施

新任教職
員を対象
に実施

その他 特になし

大学：n=672 672 107 68 15 18 32 482
短期大学：n=317 317 54 37 9 5 10 228
高等専門学校：n=49 49 7 5 1 1 0 36  

教職員に対する啓発・情報提供（規模別） 

全体

生活指
導・学生
相談
に関わる
教職員を
対象に実
施

全専任教
員を対象
に実施

受講を希
望する教
職員を対
象に実施

新任教職
員を対象
に実施

その他 特になし

小規模：n=740 740 110 81 14 12 26 544
中規模：n=155 155 26 13 4 3 8 1
大規模：n=143 143 32 16 7 9 8

11
91  
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Q8  教職員に対する啓発・情報提供の方法 

【Q7 で「特になし」以外を選択した場合のみ回答】 

教職員に対する消費者問題に関する啓発・情報提供の方法について、あてはまるもの

をすべて選択ください。（複数選択） 

教職員に対する啓発・情報提供の方法 

全体
会議等の
場での情
報提供

対応マ
ニュアル
等刊行物
の作成・
配布

メール配
信

研修の実
施

シンポジ
ウム・セミ
ナーの開
催

教職員用
Ｗｅｂサイ
トへの掲
載

その他

特に啓
発・情報
提供は
行ってい
ない

1039 188 88 47 42 24 23 33 747全体：n=1039  
教職員に対する啓発・情報提供の方法（設置者別） 

全体
会議等の
場での情
報提供

対応マ
ニュアル
等刊行物
の作成・
配布

メール配
信

研修の実
施

シンポジ
ウム・セミ
ナーの開
催

教職員用
Ｗｅｂサイ
トへの掲
載

その他

特に啓
発・情報
提供は
行ってい
ない

国立：n=126 126 12 12 5 8 4 3 4 78
公立：n=85 85 10 4 3 0 0 1 2
私立：n=827 827 166 72 39 34 20 19 27 450

65

 
教職員に対する啓発・情報提供の方法（校種別） 

全体
会議等の
場での情
報提供

対応マ
ニュアル
等刊行物
の作成・
配布

メール配
信

研修の実
施

シンポジ
ウム・セミ
ナーの開
催

教職員用
Ｗｅｂサイ
トへの掲
載

その他

特に啓
発・情報
提供は
行ってい
ない

大学：n=672 672 121 58 30 30 16 19 22 376
短期大学：n=317 317 61 27 14 9 6 3 9 188
高等専門学校：n=49 49 6 3 3 3 2 1 2 29  

教職員に対する啓発・情報提供の方法（規模別） 

全体
会議等の
場での情
報提供

対応マ
ニュアル
等刊行物
の作成・
配布

メール配
信

研修の実
施

シンポジ
ウム・セミ
ナーの開
催

教職員用
Ｗｅｂサイ
トへの掲
載

その他

特に啓
発・情報
提供は
行ってい
ない

小規模：n=740 740 130 53 39 26 18 11 22 441
中規模：n=155 155 27 13 5 8 1 5 7 89
大規模：n=143 143 31 22 3 8 5 7 4 63  
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Q9  教職員に対する啓発・情報提供の内容 

【Q7 で「特になし」以外を選択した場合のみ回答】 

教職員に対する消費者問題に関する啓発・情報提供の内容について、あてはまるもの

をすべて選択ください。（複数選択） 

教職員に対する啓発・情報提供の内容 

全体

マルチ商
法以外の
悪質商法
（キャッチ
セール
ス、アポ
イントメン
トセール
ス等）とそ
の対処法

マルチ商
法とその
対処法

携帯電
話・イン
ターネット
に関する
トラブルと
その対処
法

クーリン
グ・オフ等
の制度や
活用につ
いて

学生ロー
ン、消費
者金融等
の利用
に関する
トラブル
（多重債
務含む）
とその対
処法

クレジット
の仕組み
について

金融商
品・投資
に関する
トラブルと
その対処
法

賃貸ア
パート契
約等の契
約
に関する
トラブルと
その対処
法

食品や製
品の安全
と表示に
ついて

環境に配
慮した商
品取引に
ついて
（グリーン
コン
シュー
マー等）

国際的な
商品取引
について
（フェアト
レード等）

その他

292 216 201 173 161 106 64 59 42 23 13 10 19全体：n=292  
教職員に対する啓発・情報提供の内容（設置者別） 

全体

マルチ商
法以外の
悪質商法
（キャッチ
セール
ス、アポ
イントメン
トセール
ス等）とそ
の対処法

マルチ商
法とその
対処法

携帯電
話・イン
ターネット
に関する
トラブルと
その対処
法

クーリン
グ・オフ等
の制度や
活用につ
いて

学生ロー
ン、消費
者金融等
の利用
に関する
トラブル
（多重債
務含む）
とその対
処法

クレジット
の仕組み
について

金融商
品・投資
に関する
トラブルと
その対処
法

賃貸ア
パート契
約等の契
約
に関する
トラブルと
その対処
法

食品や製
品の安全
と表示に
ついて

環境に配
慮した商
品取引に
ついて
（グリーン
コン
シュー
マー等）

国際的な
商品取引
について
（フェアト
レード等）

その他

国立：n=33 33 21 19 20 19 10 7 6 3 0 1 0 3
公立：n=15 15 12 11 7 8 6 5 6 3 1 1 1 1
私立：n=244 244 183 171 146 134 90 52 47 36 22 11 9 15  

教職員に対する啓発・情報提供の内容（校種別） 

全体

マルチ商
法以外の
悪質商法
（キャッチ
セール
ス、アポ
イントメン
トセール
ス等）とそ
の対処法

マルチ商
法とその
対処法

携帯電
話・イン
ターネット
に関する
トラブルと
その対処
法

クーリン
グ・オフ等
の制度や
活用につ
いて

学生ロー
ン、消費
者金融等
の利用
に関する
トラブル
（多重債
務含む）
とその対
処法

クレジット
の仕組み
について

金融商
品・投資
に関する
トラブルと
その対処
法

賃貸ア
パート契
約等の契
約
に関する
トラブルと
その対処
法

食品や製
品の安全
と表示に
ついて

環境に配
慮した商
品取引に
ついて
（グリーン
コン
シュー
マー等）

国際的な
商品取引
について
（フェアト
レード等）

その他

大学：n=190 190 151 141 105 108 73 41 43 28 14 8 6 16
短期大学：n=89 89 57 55 57 47 29 21 14 13 9 4 3 3
高等専門学校：n=13 13 8 5 11 6 4 2 2 1 0 1 1 0  

教職員に対する啓発・情報提供の内容（規模別） 

全体

マルチ商
法以外の
悪質商法
（キャッチ
セール
ス、アポ
イントメン
トセール
ス等）とそ
の対処法

マルチ商
法とその
対処法

携帯電
話・イン
ターネット
に関する
トラブルと
その対処
法

クーリン
グ・オフ等
の制度や
活用につ
いて

学生ロー
ン、消費
者金融等
の利用
に関する
トラブル
（多重債
務含む）
とその対
処法

クレジット
の仕組み
について

金融商
品・投資
に関する
トラブルと
その対処
法

賃貸ア
パート契
約等の契
約
に関する
トラブルと
その対処
法

食品や製
品の安全
と表示に
ついて

環境に配
慮した商
品取引に
ついて
（グリーン
コン
シュー
マー等）

国際的な
商品取引
について
（フェアト
レード等）

その他

小規模：n=196 196 134 124 125 97 70 46 39 28 18 10 8 1
中規模：n=44 44 38 33 19 29 19 11 10 8 5 3 2 4
大規模：n=52 52 44 44 29 35 17 7 10 6 0 0 0 5

0
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（3） 学生相談体制等 

 
Q11 消費者問題の相談窓口 

学生からの消費者問題についての相談は、どのような窓口において対応していますか。

あてはまるものをすべて選択ください。（複数選択） 

消費者問題の相談窓口 

全体

学生部
等、大学
事務局の
学生生活
担当部局
において
対応して
いる

学生生活
全般に関
する相談
窓口
において
対応して
いる

学生のメ
ンタルヘ
ルスに関
する相談
窓口
において
対応して
いる

ハラスメ
ントに関
する専用
相談窓口
において
対応して
いる

弁護士に
よる法律
相談窓口
において
対応して
いる

消費者問
題に関す
る専用相
談窓口
において
対応して
いる

特に相談
窓口を設
けていな
い

その他

1039 754 461 350 158 19 3 100 46全体：n=1039  
消費者問題の相談窓口（設置者別） 

全体

学生部
等、大学
事務局の
学生生活
担当部局
において
対応して
いる

学生生活
全般に関
する相談
窓口
において
対応して
いる

学生のメ
ンタルヘ
ルスに関
する相談
窓口
において
対応して
いる

ハラスメ
ントに関
する専用
相談窓口
において
対応して
いる

弁護士に
よる法律
相談窓口
において
対応して
いる

消費者問
題に関す
る専用相
談窓口
において
対応して
いる

特に相談
窓口を設
けていな
い

その他

国立：n=126 126 68 85 38 12 1 0 18 5
公立：n=85 85 54 39 26 9 1 0 12 2
私立：n=827 827 632 337 286 137 17 3 69 39  

消費者問題の相談窓口（校種別） 

全体

学生部
等、大学
事務局の
学生生活
担当部局
において
対応して
いる

学生生活
全般に関
する相談
窓口
において
対応して
いる

学生のメ
ンタルヘ
ルスに関
する相談
窓口
において
対応して
いる

ハラスメ
ントに関
する専用
相談窓口
において
対応して
いる

弁護士に
よる法律
相談窓口
において
対応して
いる

消費者問
題に関す
る専用相
談窓口
において
対応して
いる

特に相談
窓口を設
けていな
い

その他

大学：n=672 672 517 318 247 108 17 2 44 23
短期大学：n=317 317 226 120 90 48 2 1 37 19
高等専門学校：n=49 49 11 23 13 2 0 0 18 4  

消費者問題の相談窓口（規模別） 

全体

学生部
等、大学
事務局の
学生生活
担当部局
において
対応して
いる

学生生活
全般に関
する相談
窓口
において
対応して
いる

学生のメ
ンタルヘ
ルスに関
する相談
窓口
において
対応して
いる

ハラスメ
ントに関
する専用
相談窓口
において
対応して
いる

弁護士に
よる法律
相談窓口
において
対応して
いる

消費者問
題に関す
る専用相
談窓口
において
対応して
いる

特に相談
窓口を設
けていな
い

その他

小規模：n=740 740 499 303 214 109 6 2 93 37
中規模：n=155 155 139 73 69 25 3 0 2 7
大規模：n=143 143 116 85 67 24 10 1 4 2  
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Q12 相談対応を行う教職員に対する研修 

【Q11 で「特に相談窓口を設けていない」以外を選択した場合のみ回答】 

学生からの消費者問題に関する相談窓口において対応を行う教職員に対して消費者問

題についての研修を実施していますか。（１つ選択） 

相談対応を行う教職員に対する研修 

全体
研修等は
実施して
いない

必要に応
じて研修
等を実施
している

定期的な
研修等を
実施して
いる

その他

特に相談
窓口を設
けていな
い

1039 763 122 7 47 100全体：n=1039  

相談対応を行う教職員に対する研修（設置者別） 

全体
研修等は
実施して
いない

必要に応
じて研修
等を実施
している

定期的な
研修等を
実施して
いる

その他

特に相談
窓口を設
けていな
い

国立：n=126 126 96 5 1 6
公立：n=85 85 66 4 0 3 12
私立：n=827 827 601 113 6 38 69

18

 
相談対応を行う教職員に対する研修（校種別） 

全体
研修等は
実施して
いない

必要に応
じて研修
等を実施
している

定期的な
研修等を
実施して
いる

その他

特に相談
窓口を設
けていな
い

大学：n=672 672 511 81 2 34 44
短期大学：n=317 317 226 38 4 12 37
高等専門学校：n=49 49 26 3 1 1 18  

相談対応を行う教職員に対する研修（規模別） 

全体
研修等は
実施して
いない

必要に応
じて研修
等を実施
している

定期的な
研修等を
実施して
いる

その他

特に相談
窓口を設
けていな
い

小規模：n=740 740 538 76 7 26 93
中規模：n=155 155 124 22 0 7 2
大規模：n=143 143 101 24 0 14 4  
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Q13 消費者問題に関する相談内容 

【Q11 で「特に相談窓口を設けていない」以外を選択した場合のみ回答】 

相談窓口において、平成２１年度中に具体的にどのような消費者問題に関する相談が

ありましたか。あてはまるものをすべて選択ください。（複数選択） 

消費者問題に関する相談内容 

全体

携帯電
話・イン
ターネット
に関する
トラブルと
その対処
法

マルチ商
法以外の
悪質商法
（キャッチ
セール
ス、アポ
イントメン
トセール
ス等）とそ
の対処法

賃貸ア
パート契
約等の契
約
に関する
トラブルと
その対処
法

クーリン
グ・オフ等
の制度や
活用につ
いて

マルチ商
法とその
対処法

学生ロー
ン、消費
者金融等
の利用
に関する
トラブル
（多重債
務含む）
とその対
処法

金融商
品・投資
に関する
トラブルと
その対処
法

クレジット
の仕組み
について

食品や製
品の安全
と表示に
ついて

環境に配
慮した商
品取引に
ついて
（グリーン
コン
シュー
マー等）

国際的な
商品取引
について
（フェアト
レード等）

その他 特になし

939 212 118 112 75 65 29 12 9 1 1 1 24全体：n=939 591 
 
 

消費者問題に関する相談内容（設置者別） 

全体

携帯電
話・イン
ターネット
に関する
トラブルと
その対処
法

マルチ商
法以外の
悪質商法
（キャッチ
セール
ス、アポ
イントメン
トセール
ス等）とそ
の対処法

賃貸ア
パート契
約等の契
約
に関する
トラブルと
その対処
法

クーリン
グ・オフ等
の制度や
活用につ
いて

マルチ商
法とその
対処法

学生ロー
ン、消費
者金融等
の利用
に関する
トラブル
（多重債
務含む）
とその対
処法

金融商
品・投資
に関する
トラブルと
その対処
法

クレジット
の仕組み
について

食品や製
品の安全
と表示に
ついて

環境に配
慮した商
品取引に
ついて
（グリーン
コン
シュー
マー等）

国際的な
商品取引
について
（フェアト
レード等）

その他 特になし

国立：n=108 108 34 15 17 11 3 1 1 0 0 0 0 3
公立：n=73 73 9 5 8 3 6 2 0 0 0 0 0 2

62
51

私立：n=758 758 169 98 87 61 56 26 11 9 1 1 1 19 478  

消費者問題に関する相談内容（校種別） 

全体

携帯電
話・イン
ターネット
に関する
トラブルと
その対処
法

マルチ商
法以外の
悪質商法
（キャッチ
セール
ス、アポ
イントメン
トセール
ス等）とそ
の対処法

賃貸ア
パート契
約等の契
約
に関する
トラブルと
その対処
法

クーリン
グ・オフ等
の制度や
活用につ
いて

マルチ商
法とその
対処法

学生ロー
ン、消費
者金融等
の利用
に関する
トラブル
（多重債
務含む）
とその対
処法

金融商
品・投資
に関する
トラブルと
その対処
法

クレジット
の仕組み
について

食品や製
品の安全
と表示に
ついて

環境に配
慮した商
品取引に
ついて
（グリーン
コン
シュー
マー等）

国際的な
商品取引
について
（フェアト
レード等）

その他 特になし

大学：n=628 628 153 93 93 57 51 23 12 5 0 0 1 19 3
短期大学：n=280 280 51 24 19 18 14 6 0 4 1 1 0 5 2

65
03

高等専門学校：n=31 31 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23  

消費者問題に関する相談内容（規模別） 

全体

携帯電
話・イン
ターネット
に関する
トラブルと
その対処
法

マルチ商
法以外の
悪質商法
（キャッチ
セール
ス、アポ
イントメン
トセール
ス等）とそ
の対処法

賃貸ア
パート契
約等の契
約
に関する
トラブルと
その対処
法

クーリン
グ・オフ等
の制度や
活用につ
いて

マルチ商
法とその
対処法

学生ロー
ン、消費
者金融等
の利用
に関する
トラブル
（多重債
務含む）
とその対
処法

金融商
品・投資
に関する
トラブルと
その対処
法

クレジット
の仕組み
について

食品や製
品の安全
と表示に
ついて

環境に配
慮した商
品取引に
ついて
（グリーン
コン
シュー
マー等）

国際的な
商品取引
について
（フェアト
レード等）

その他 特になし

小規模：n=647 647 104 49 45 27 25 12 0 5 1 1 0 12 4
中規模：n=153 153 42 21 27 17 10 7 3 2 0 0 0 6

73
78

大規模：n=139 139 66 48 40 31 30 10 9 2 0 0 1 6 40  
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（4） 授業・ゼミにおける消費者教育の実施 

 
Q16 消費者問題に関する講義及びゼミの受講対象者（複数選択） 

 

消費者問題に関する講義及びゼミの受講対象者 

全体

学部1年
（短大1
年、高専4
年を含
む）

学部2年
（短大2
年、高専5
年以上を
含む）

学部3年
学部4年
以上

博士前期
（修士）課
程

博士後期
（博士）課
程

社会人・
地域住民
等（公開
講座）

いずれに
も該当し
ない

921 386 481 404 318 25 1 17 16全体：n=921  
消費者問題に関する講義及びゼミの受講対象者（設置者別） 

全体

学部1年
（短大1
年、高専4
年を含
む）

学部2年
（短大2
年、高専5
年以上を
含む）

学部3年
学部4年
以上

博士前期
（修士）課
程

博士後期
（博士）課
程

社会人・
地域住民
等（公開
講座）

いずれに
も該当し
ない

国立：n=163 163 59 71 69 51 14 1 2 8
公立：n=55 55 21 27 27 19 1 0 1 0
私立：n=703 703 306 383 308 248 10 0 14 8  

消費者問題に関する講義及びゼミの受講対象者（校種別） 

全体

学部1年
（短大1
年、高専4
年を含
む）

学部2年
（短大2
年、高専5
年以上を
含む）

学部3年
学部4年
以上

博士前期
（修士）課
程

博士後期
（博士）課
程

社会人・
地域住民
等（公開
講座）

いずれに
も該当し
ない

大学：n=699 699 255 358 403 314 25 1 14 8
短期大学：n=196 196 125 112 1 1 0 0 2 1
高等専門学校：n=26 26 6 11 0 3 0 0 1 7  

消費者問題に関する講義及びゼミの受講対象者（規模別） 

全体

学部1年
（短大1
年、高専4
年を含
む）

学部2年
（短大2
年、高専5
年以上を
含む）

学部3年
学部4年
以上

博士前期
（修士）課
程

博士後期
（博士）課
程

社会人・
地域住民
等（公開
講座）

いずれに
も該当し
ない

小規模：n=440 440 226 225 107 76 6 1 6 10
中規模：n=206 206 70 112 116 95 10 0 5 0
大規模：n=275 275 90 144 181 147 9 0 6 6  
 

Q17 消費者問題に関する講義及びゼミの選択・必修の別（１つ選択） 

 

消費者問題に関する講義及びゼミの選択・必修の別 

全体 選択科目 必修科目
単位を付
与しない
科目

いずれに
も該当し
ない

921 766 135 2 18全体：n=921  
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消費者問題に関する講義及びゼミの選択・必修の別（設置者別） 

全体 選択科目 必修科目
単位を付
与しない
科目

いずれに
も該当し
ない

国立：n=163 163 120 36 0 7
公立：n=55 55 48 6 0 1
私立：n=703 703 598 93 2 10  

消費者問題に関する講義及びゼミの選択・必修の別（校種別） 

全体 選択科目 必修科目
単位を付
与しない
科目

いずれに
も該当し
ない

大学：n=699 699 599 84 2 14
短期大学：n=196 196 157 36 0 3
高等専門学校：n=26 26 10 15 0 1  

消費者問題に関する講義及びゼミの選択・必修の別（規模別） 

全体 選択科目 必修科目
単位を付
与しない
科目

いずれに
も該当し
ない

小規模：n=440 440 350 82 1 7
中規模：n=206 206 181 21 1 3
大規模：n=275 275 235 32 0 8  

 
Q18 該当したキーワード（複数選択） 

 

該当したキーワード 

全体 消費者 消費生活

悪質商法
（または、
悪徳商
法）

環境教育
持続可能
な社会

金融教育 多重債務
生活スキ
ル

ライフス
キル

フェアト
レード（ま
たは、公
正取引）

921 613 320 220 201 136 117 113 82 69 55全体：n=921  
該当したキーワード（設置者別） 

全体 消費者 消費生活

悪質商法
（または、
悪徳商
法）

環境教育
持続可能
な社会

金融教育 多重債務
生活スキ
ル

ライフス
キル

フェアト
レード（ま
たは、公
正取引）

国立：n=163 163 104 50 27 42 25 14 16 6 8 10
公立：n=55 55 30 16 5 17 12 6 5 7 4
私立：n=703 703 479 254 188 142 99 97 92 69 57 43

2

 
該当したキーワード（校種別） 

全体 消費者 消費生活

悪質商法
（または、
悪徳商
法）

環境教育
持続可能
な社会

金融教育 多重債務
生活スキ
ル

ライフス
キル

フェアト
レード（ま
たは、公
正取引）

大学：n=699 699 460 221 162 137 99 83 84 45 42 44
短期大学：n=196 196 140 95 54 54 28 30 25 35 27 10
高等専門学校：n=26 26 13 4 4 10 9 4 4 2 0 1  
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該当したキーワード（規模別） 

全体 消費者 消費生活

悪質商法
（または、
悪徳商
法）

環境教育
持続可能
な社会

金融教育 多重債務
生活スキ
ル

ライフス
キル

フェアト
レード（ま
たは、公
正取引）

小規模：n=440 440 272 175 108 120 66 68 49 56 44 22
中規模：n=206 206 137 71 51 45 35 20 29 12 11 15
大規模：n=275 275 204 74 61 36 35 29 35 14 14 18  
 

（5） 他機関との連携状況 

 
Q19 学外機関との連携 

学生の消費者問題に対する対応において、どのような機関と連携をしていますか。あ

てはまるものをすべて選択ください。（複数選択） 

学外機関との連携 

全体
消費生活
センター

警察 他大学等

地方公共
団体（消
費生活セ
ンター除
く）
の消費者
担当部局

弁護士会
司法書士
会

大学生協
金融広報
委員会

消費者団
体

ＮＰＯ等
の民間団
体

民間企業 その他
特に連携
していな
い

1039 298 260 57 49 29 17 15 11 10 9 6 32 518全体：n=1039  

学外機関との連携（設置者別） 

全体
消費生活
センター

警察 他大学等

地方公共
団体（消
費生活セ
ンター除
く）
の消費者
担当部局

弁護士会
司法書士
会

大学生協
金融広報
委員会

消費者団
体

ＮＰＯ等
の民間団
体

民間企業 その他
特に連携
していな
い

国立：n=126 126 41 21 1 8 3 2 3 1 0 1 1 3
公立：n=85 85 36 19 3 6 1 3 0 0 0 2 0 3
私立：n=827 827 221 220 53 35 25 12 12 10 10 6 5 26 415

68
34

 
学外機関との連携（校種別） 

全体
消費生活
センター

警察 他大学等

地方公共
団体（消
費生活セ
ンター除
く）
の消費者
担当部局

弁護士会
司法書士
会

大学生協
金融広報
委員会

消費者団
体

ＮＰＯ等
の民間団
体

民間企業 その他
特に連携
していな
い

大学：n=672 672 218 189 42 35 20 11 13 8 7 8 3 20 3
短期大学：n=317 317 70 67 14 13 9 4 2 3 3 1 3 10 1
高等専門学校：n=49 49 10 4 1 1 0 2 0 0 0 0 0 2

04
79
34  

学外機関との連携（規模別） 

全体
消費生活
センター

警察 他大学等

地方公共
団体（消
費生活セ
ンター除
く）
の消費者
担当部局

弁護士会
司法書士
会

大学生協
金融広報
委員会

消費者団
体

ＮＰＯ等
の民間団
体

民間企業 その他
特に連携
していな
い

小規模：n=740 740 180 156 30 34 17 13 6 7 7 7 4 23 4
中規模：n=155 155 55 51 16 9 6 1 1 3 0 0 2 4
大規模：n=143 143 63 53 11 6 6 3 8 1 3 2 0 5

11
57
49  
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Q20 消費生活センターとの連携内容 

【Q19 で「消費生活センター」を選択した場合のみ回答】 

学生の消費者問題に対する対応において、地域の消費生活センターとどのような連携

を行っていますか。あてはまるものをすべて選択ください。（複数選択） 

消費生活センターとの連携内容 

全体
相談窓口
の紹介

センター
作成の教
材・掲示
物等
による学
生へ情報
提供

学生への
講義・オリ
エンテー
ション講
師を依頼

個別の消
費者問題
相談対応
における
連携

教材・広
報物の共
同作成・
配布

定期的な
会議・会
合の実施

学内教職
員対象の
研修講師
を依頼

学内関係
組織との
認識共
有・意見
交換

その他

298 186 171 109 49 36 7 1 1全体：n=298 15  
消費生活センターとの連携内容（設置者別） 

全体
相談窓口
の紹介

センター
作成の教
材・掲示
物等
による学
生へ情報
提供

学生への
講義・オリ
エンテー
ション講
師を依頼

個別の消
費者問題
相談対応
における
連携

教材・広
報物の共
同作成・
配布

定期的な
会議・会
合の実施

学内教職
員対象の
研修講師
を依頼

学内関係
組織との
認識共
有・意見
交換

その他

国立：n=41 41 28 19 20 3 3 0 0 0 2
公立：n=36 36 19 24 15 6 4 3 0 0 1
私立：n=221 221 139 128 74 40 29 4 1 1 12  

消費生活センターとの連携内容（校種別） 

全体
相談窓口
の紹介

センター
作成の教
材・掲示
物等
による学
生へ情報
提供

学生への
講義・オリ
エンテー
ション講
師を依頼

個別の消
費者問題
相談対応
における
連携

教材・広
報物の共
同作成・
配布

定期的な
会議・会
合の実施

学内教職
員対象の
研修講師
を依頼

学内関係
組織との
認識共
有・意見
交換

その他

大学：n=218 218 145 129 75 37 26 5 1 0 9
短期大学：n=70 70 38 38 28 12 10 2 0 1 4
高等専門学校：n=10 10 3 4 6 0 0 0 0 0 2  

消費生活センターとの連携内容（規模別） 

全体
相談窓口
の紹介

センター
作成の教
材・掲示
物等
による学
生へ情報
提供

学生への
講義・オリ
エンテー
ション講
師を依頼

個別の消
費者問題
相談対応
における
連携

教材・広
報物の共
同作成・
配布

定期的な
会議・会
合の実施

学内教職
員対象の
研修講師
を依頼

学内関係
組織との
認識共
有・意見
交換

その他

小規模：n=180 180 94 101 81 25 21 4 0 1 9
中規模：n=55 55 43 34 12 9 9 1 1 0 1
大規模：n=63 63 49 36 16 15 6 2 0 0 5  
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（6） 今後の取組・課題について 

 
Q23 今後の重点的な取組 

貴学において、今後、特に重点的に行いたいと考えている取組について教えてくださ

い。（複数選択） 

今後の重点的な取組 

全体

学生に対
する啓
発・情報
提供

学生から
の相談へ
の対応

教職員に
対する啓
発・情報
提供

他機関と
の連携の
強化

授業・ゼミ
における
教育

その他 特になし

1039 779 534 304 183 134 5 142全体：n=1039  
今後の重点的な取組（設置者別） 

全体

学生に対
する啓
発・情報
提供

学生から
の相談へ
の対応

教職員に
対する啓
発・情報
提供

他機関と
の連携の
強化

授業・ゼミ
における
教育

その他 特になし

国立：n=126 126 88 69 35 15 14 0 19
公立：n=85 85 60 40 14 17 1 0 21
私立：n=827 827 631 425 255 151 119 5 101  

今後の重点的な取組（校種別） 

全体

学生に対
する啓
発・情報
提供

学生から
の相談へ
の対応

教職員に
対する啓
発・情報
提供

他機関と
の連携の
強化

授業・ゼミ
における
教育

その他 特になし

大学：n=672 672 517 353 194 126 77 4 87
短期大学：n=317 317 235 159 95 49 53 1 42
高等専門学校：n=49 49 27 22 15 8 4 0 12  

今後の重点的な取組（規模別） 

全体

学生に対
する啓
発・情報
提供

学生から
の相談へ
の対応

教職員に
対する啓
発・情報
提供

他機関と
の連携の
強化

授業・ゼミ
における
教育

その他 特になし

小規模：n=740 740 530 358 209 119 85 3 123
中規模：n=155 155 122 90 42 31 24 0 13
大規模：n=143 143 127 86 53 33 25 2 5  
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Q24 消費者教育の推進における課題 

貴学において、今後、消費者教育を推進するにあたって、課題となることについて教

えてください。（複数選択） 

消費者教育の推進における課題 

全体

指導者や
講師とな
る人材が
いない

どのよう
な取組を
すればよ
いかわか
らない

活用でき
る教材が
少ない

予算がな
い

他の優先
課題があ
り取り組
めない

その他 特になし

1039 323 190 159 143 63 75 401全体：n=1039  

消費者教育の推進における課題（設置者別） 

全体

指導者や
講師とな
る人材が
いない

どのよう
な取組を
すればよ
いかわか
らない

活用でき
る教材が
少ない

予算がな
い

他の優先
課題があ
り取り組
めない

その他 特になし

国立：n=126 126 47 25 17 19 6 7 47
公立：n=85 85 22 15 8 9 6 6
私立：n=827 827 253 149 133 114 50 62 307

47

 

消費者教育の推進における課題（校種別） 

全体

指導者や
講師とな
る人材が
いない

どのよう
な取組を
すればよ
いかわか
らない

活用でき
る教材が
少ない

予算がな
い

他の優先
課題があ
り取り組
めない

その他 特になし

大学：n=672 672 216 130 109 91 32 48 261
短期大学：n=317 317 90 52 46 48 26 25 118
高等専門学校：n=49 49 16 7 3 3 4 2 22  

消費者教育の推進における課題（規模別） 

全体

指導者や
講師とな
る人材が
いない

どのよう
な取組を
すればよ
いかわか
らない

活用でき
る教材が
少ない

予算がな
い

他の優先
課題があ
り取り組
めない

その他 特になし

小規模：n=740 740 226 128 106 95 45 48 298
中規模：n=155 155 52 31 31 18 8 15 50
大規模：n=143 143 44 30 21 29 9 12 53  

 271



 
Q25 消費者教育の推進における国への期待 

貴学に消費者教育推進のために、国に期待することを教えてください。（複数選択） 

 

消費者教育の推進における国への期待 

全体

学生向け
パンフ
レット・教
材等の作
成・配布

効果的な
実践事例
の紹介

教職員向
け対応マ
ニュアル
の作成・
配布

消費者被
害の最新
情報等の
定期的な
提供

どのよう
な内容・
方法で行
えばよい
か
等の指針
の提示

大学等の
教職員に
対する研
修

大学等へ
の財政的
支援

ホーム
ページに
おける
消費者教
育関連情
報の充実

多様な主
体が連
携・協働
するため
の仕組み
の創設

教育関係
者、消費
者団体、
企業等の
関係者が
一堂に会
する機会
の提供

イベント・
シンポジ
ウム等の
開催

その他 特にない

1039 682 565 529 396 330 230 212 177 102 85 58 14 100全体：n=1039  
消費者教育の推進における国への期待（設置者別） 

全体

学生向け
パンフ
レット・教
材等の作
成・配布

効果的な
実践事例
の紹介

教職員向
け対応マ
ニュアル
の作成・
配布

消費者被
害の最新
情報等の
定期的な
提供

どのよう
な内容・
方法で行
えばよい
か
等の指針
の提示

大学等の
教職員に
対する研
修

大学等へ
の財政的
支援

ホーム
ページに
おける
消費者教
育関連情
報の充実

多様な主
体が連
携・協働
するため
の仕組み
の創設

教育関係
者、消費
者団体、
企業等の
関係者が
一堂に会
する機会
の提供

イベント・
シンポジ
ウム等の
開催

その他 特にない

国立：n=126 126 80 65 64 51 50 26 29 34 11 11 5 1 8
公立：n=85 85 55 42 34 27 16 10 11 10 8 1 2 1 17
私立：n=827 827 546 457 430 318 263 193 172 133 83 73 51 12 75  

消費者教育の推進における国への期待（校種別） 

全体

学生向け
パンフ
レット・教
材等の作
成・配布

効果的な
実践事例
の紹介

教職員向
け対応マ
ニュアル
の作成・
配布

消費者被
害の最新
情報等の
定期的な
提供

どのよう
な内容・
方法で行
えばよい
か
等の指針
の提示

大学等の
教職員に
対する研
修

大学等へ
の財政的
支援

ホーム
ページに
おける
消費者教
育関連情
報の充実

多様な主
体が連
携・協働
するため
の仕組み
の創設

教育関係
者、消費
者団体、
企業等の
関係者が
一堂に会
する機会
の提供

イベント・
シンポジ
ウム等の
開催

その他 特にない

大学：n=672 672 442 382 349 267 225 154 142 126 71 55 41 9 62
短期大学：n=317 317 210 163 156 114 89 66 65 44 28 27 17 4 33
高等専門学校：n=49 49 29 19 23 15 15 9 5 7 3 3 0 1 5  

消費者教育の推進における国への期待（規模別） 

全体

学生向け
パンフ
レット・教
材等の作
成・配布

効果的な
実践事例
の紹介

教職員向
け対応マ
ニュアル
の作成・
配布

消費者被
害の最新
情報等の
定期的な
提供

どのよう
な内容・
方法で行
えばよい
か
等の指針
の提示

大学等の
教職員に
対する研
修

大学等へ
の財政的
支援

ホーム
ページに
おける
消費者教
育関連情
報の充実

多様な主
体が連
携・協働
するため
の仕組み
の創設

教育関係
者、消費
者団体、
企業等の
関係者が
一堂に会
する機会
の提供

イベント・
シンポジ
ウム等の
開催

その他 特にない

小規模：n=740 740 480 378 356 245 222 157 137 99 58 47 33 8 88
中規模：n=155 155 105 95 89 80 50 41 30 38 21 17 10 4 10
大規模：n=143 143 96 91 83 71 57 31 45 40 23 21 15 2 2  
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5．4  消費者教育に関する取組状況調査（都道府県・市区町村教育委員会）単純集計結果 

（1） 消費者関連部局との連携について 

 
Q1 消費者担当部局との連絡協議会の設置 

貴教育委員会において、消費者担当部局と連携強化のため、連絡協議会を設置してい

ますか。（１つ選択） 

消費者担当部局との連絡協議会の設置の有無 

全体
設置して
いる

設置して
いない

全体：n=984 984 33 951
都道府県 政令市：n=66 66 25 41
市町村：n=918 918 8 910  

消費者担当部局との連絡協議会の設置（自治体規模別） 

全体
設置して
いる

設置して
いない

合計：n=983 983 33 950
都道府県：n=47 47 20 27
政令市：n=19 19 5 14
市町村：20万人以上：n=80 80 1 79
市町村：20万人以下：n=837 837 7 830  

 
Q3 連絡協議会の開催頻度 

【Q１で「設置している」を選択した場合のみ回答】 

連絡協議会の開催頻度について、あてはまるものを選択してください。（１つ選択） 

連絡協議会の開催頻度 

全体
１年に１
回程度

１年に２
回程度

１年に３
回程度

１年に４
回程度

１年に５
回以上

その他

全体：n=33 33 13 12 1 1 1 5  
 

Q4 連絡協議会の構成メンバー及び主催組織 

【Q１で「設置している」を選択した場合のみ回答】 

連絡協議会の構成メンバーを伺います。あてはまるものをすべて選択してください。

また、連絡協議会を主催している組織を選択してください。（複数選択） 

連絡協議会の構成メンバー及び主催組織 

全体

教育委員
会社会教
育担当部
局

教育委員
会学校教
育担当部
局

消費者担
当部局
（消費生
活セン
ター以外）

消費生活
センター

警察

｢1｣～｢5｣
以外の行
政関連部
局

学校関係
者（教員
等）

域内・近
隣市区町
村

弁護士会
司法書士
会

金融融広
報委員会

消費者団
体

その他

構成メンバー：n=33 33 18 30 18 20 11 18 8 2 8 7 10 3 7
主催組織：n=33 33 2 1 18 9 0 3 0 0 0 0 1 0 1  
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Q5 連絡協議会の活動によって得られた成果 

【Q１で「設置している」を選択した場合のみ回答】 

連携協議会の活動によって得られた成果を伺います。あてはまるものをすべて選択し

てください。（複数選択） 

連絡協議会の活動によって得られた成果（連絡協議会設置自治体のみ） 

全体

関係部局
との情報
や課題認
識が共有
できた

学校や社
会教育施
設等への
情報・教
材の提供
が推進・
充実した

学校や社
会教育施
設等への
専門家の
派遣が推
進・充実
した

教員対象
の研修事
業が充実
した

教材・広
報物が新
たに作成
できた

関係部局
が作成す
る教材・
広報物に
教育現場
のニーズ
等を反映
させること
ができた

セミナー・
シンポジ
ウム等を
共催した

その他 特になし

全体：n=33 33 29 17 12 9 5 3 2 1 0  
 

Q6 連絡協議会の課題 

【Q１で「設置している」を選択した場合のみ回答】 

連絡協議会についてどのような課題がありますか。あてはまるものをすべて選択して

ください。（複数選択） 

連絡協議会の課題（連絡協議会設置自治体のみ） 

全体

会議が形
式的なも
のになっ
ている

議論・検
討すべき
課題がな
い

それぞれ
の取組報
告に終
わってい
て、施策
の推進に
結びつか
ない

ふさわし
い部署が
構成員に
なってい
ない

その他 特になし

全体：n=33 33 8 0 10 0 3 14  
 

Q7 連絡協議会を設置していない理由 

【Q１で「設置していない」を選択した場合】 

連絡協議会を設置していない理由は何ですか。あてはまるものをすべて選択してくだ

さい。（複数選択） 

連絡協議会を設置していない理由（連絡協議会を設置していない自治体のみ） 

全体

業務多忙
により取
り組むこ
とが難し
い

協議会以
外の手段
で随時連
携を図っ
ている

連携の必
要性を感
じない

予算上の
制約があ
り取り組
むことが
難しい

費用対効
果に疑問
を感じる

類似の協
議会を設
置してお
り、そちら
で連携を
図ってい
る

その他 特になし

全体：n=951 951 258 255 131 106 36 9 45 326
都道府県 政令市：n=41 41 5 13 1 3 1 5 7
市町村：n=910 910 253 242 130 103 35 4 38 314

12
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連絡協議会を設置していない理由（自治体規模別） 

全体

業務多忙
により取
り組むこ
とが難し
い

協議会以
外の手段
で随時連
携を図っ
ている

連携の必
要性を感
じない

予算上の
制約があ
り取り組
むことが
難しい

費用対効
果に疑問
を感じる

類似の協
議会を設
置してお
り、そちら
で連携を
図ってい
る

その他 特になし

合計：n=950 950 258 255 131 106 36 9 45 325
都道府県：n=27 27 1 7 1 2 1 5 6 7
政令市：n=14 14 4 6 0 1 0 0 1 5
市町村：20万人以上：n=79 79 15 23 9 7 1 0 8
市町村：20万人以下：n=830 830 238 219 121 96 34 4 30 286

27

 
 

Q8 消費生活センターとの連携の有無 

消費生活センターと消費者教育に関して連携していますか。（１つ選択） 

消費生活センターとの連携の有無 

全体
連携して
いる

連携して
いない

域内に消
費生活セ
ンターが
ない

全体：n=984 984 147 640 197
都道府県 政令市：n=66 66 47 19 0
市町村：n=918 918 100 621 197  

消費生活センターとの連携の有無（自治体規模別） 

全体
連携して
いる

連携して
いない

域内に消
費生活セ
ンターが
ない

合計：n=983 983 147 639 197
都道府県：n=47 47 36 11 0
政令市：n=19 19 11 8 0
市町村：20万人以上：n=80 80 21 59 0
市町村：20万人以下：n=837 837 79 561 197  

 
Q9 消費生活センターとの連携内容 

【Q8で「連携している」と選択した場合のみ回答】 

消費生活センターとの連携で実施している内容はどのようなものですか。あてはまる

ものをすべて選択してください。（複数選択） 

消費生活センターとの連携内容 

全体

学校や社
会教育施
設等への
情報・教
材の提供

学校や社
会教育施
設等への
専門家の
派遣

教員対象
の研修事
業の実施

教材・広
報物を共
同で作
成・配布

広報物等
で消費生
活セン
ターの情
報を提供

セミナー・
シンポジ
ウムの開
催

その他

全体：n=147 147 90 78 23 16 62 17 13  
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（2） 社会教育関連の取組について 

 
Q10 教育委員会が実施した社会教育関連の消費者教育の取組の有無 

貴教育委員会が平成２１年度に実施した、または平成２２年度に実施を予定している

消費者教育関連の取組がありますか。（複数選択） 

教育委員会が実施した社会教育関連の消費者教育の取組の有無 

全体

教育委員会の
予算で実施し
ている取組が
ある

教育委員会の
関連団体・組
織の予算で実
施している取
組がある

教育委員会の
予算で実施し
ている取組は
ないが、他部
局の予算で実
施している取
組に協力して
いる

教育委員会及
び関連団体・
組織の予算で
実施している
取組はない。
また、他部局
の取組につい
ては承知して
いない

全体：n=984 984 104 34 148 719
都道府県 政令市：n=66 66 7 7 27 30
市町村：n=918 918 97 27 121 689  

教育委員会が実施した社会教育関連の消費者教育の取組の有無（自治体規模別） 

全体

教育委員会の
予算で実施し
ている取組が
ある

教育委員会の
関連団体・組
織の予算で実
施している取
組がある

教育委員会の
予算で実施し
ている取組は
ないが、他部
局の予算で実
施している取
組に協力して
いる

教育委員会及
び関連団体・
組織の予算で
実施している
取組はない。

合計：n=983 983 104 34 148 718
都道府県：n=47 47 3 6 20 20
政令市：n=19 19 4 1 7 10
市町村：20万人以上：n=80 80 10 6 18 52
市町村：20万人以下：n=837 837 87 21 103 636  

 
Q11 消費者教育関連の取組内容 

【Q10で ｢教育委員会及び関連団体・組織の予算で実施している取組はない」以外を選

択した場合のみ回答】 

貴教育委員会が実施・協力している消費者教育関連の取組について、あてはまるもの

をすべて選択してください。（複数選択） 

消費者教育関連の取組内容 

全体

住民対象
の学級・
講座の実
施

住民対象
の指導者
養成講座
の実施

イベント・
シンポジ
ウム等の
開催

パンフ
レット等
の配布に
よる情報
提供

消費者教
育実施団
体への補
助・支援

見守りボ
ランティア
等の登
録・派遣

その他

全体：n=287 287 181 8 23 100 13 3 36
105 94 0 2 5 1 0 9
34 22 2 6 9 5 0 3

148 65 6 15 86 7 3 24

教育委員会の予算で実施：n=105
関連団体・組織の予算で実施：n=34
他部局の取組みに協力：n=148  
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Q12 教育委員会が実施している取組における講師の属性 

【Q11 で ｢住民対象の学級・講座の実施｣,｢住民対象の指導者養成講座の実施｣を選択

し、教育委員会の予算で実施している場合】 

住民対象の学級・講座や指導者養成講座を担当している講師の属性について伺います。

あてはまるものをすべて選択してください。（複数選択） 

教育委員会が実施している取組における講師の属性 

全体

教育委員
会職員
（社会教
育主事
等）

消費者担
当部局職
員

警察官
｢1｣～｢3｣
以外の行
政職員

行政職員
以外の消
費生活関
連の有資
格者（消
費生活専
門相談員
等）

大学教員 弁護士 司法書士 民間企業
地域の消
費者団体

ＮＰＯ等
の民間団
体

その他

全体：n=94 94 7 30 26 15 28 8 2 1 10 7 7 11  

 
Q13 教育委員会が実施している取組における効果測定の有無 

【Q11 で ｢住民対象の学級・講座の実施｣,｢住民対象の指導者養成講座の実施｣を選択

し、教育委員会の予算で実施している場合】 

住民対象の学級・講座や指導者養成講座について教育効果の把握をしていますか。（複

数選択） 

教育委員会が実施している取組における効果測定の有無 

全体

講座受講
後に受講
者アン
ケート等
を実施
し、主観
的な効果
を確認し
ている

講座受講
後に受講
者アン
ケート等
を実施
し、知識
レベルの
確認をし
ている

教育効果
の把握は
特に行っ
ていない

その他

全体：n=94 94 36 3 52 5  
 

Q15 消費者教育関連の取組事例の内容（複数選択） 

【Q14 で「事例について回答する」を選択した場合のみ回答】 

※複数事例について回答した教育委員会は、教育委員会単位で集計した。 

消費者教育関連の取組事例の内容 

全体
マルチ商
法とその
対処法

マルチ商
法以外の
悪質商法
（キャッチ
セール
ス、アポ
イントメン
トセール
ス等）とそ
の対処法

金融商
品・投資
に関する
トラブルと
その対処
法

振り込め
詐欺とそ
の対処法

消費者金
融等の利
用に関す
るトラブル
（多重債
務含む）
とその対
処法

携帯電
話・イン
ターネット
に関する
トラブルと
その対処
法

クーリン
グ・オフ等
の制度や
その活用
について

クレジット
の仕組み
について

食品や製
品の安全
と表示に
ついて

環境に配
慮した商
品取引に
ついて
（グリーン
コン
シュー
マー等）

国際的な
商品取引
について
（フェアト
レード等）

その他

全体：n=164 164 87 98 55 97 50 69 94 33 39 8 6 33  
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Q16 消費者教育関連の取組事例の対象者（複数選択） 

【Q14 で「事例について回答する」を選択した場合のみ回答】 

※複数事例について回答した教育委員会は、教育委員会単位で集計した。 

消費者教育関連の取組事例の対象者 

全体
対象の限
定なし

女性のみ
対象

高齢者
（おおむ
ね６０歳
以上）の
み対象

その他特
定層対象

全体：n=164 164 72 5 45 65  
 

Q17 消費者教育関連の取組の開始年度（一つ選択） 

【Q14 で「事例について回答する」を選択した場合のみ回答】 

※複数事例について回答した教育委員会は、教育委員会単位で集計した。 

消費者教育関連の取組の開始年度 

全体

平成20年
度以前か
ら継続し
て実施

平成21年
度に初め
て実施

平成22年
度に初め
て実施
（予定）

全体：n=164 164 125 42 20  
 

Q18 社会教育施設主催の消費者教育の実施状況の把握について 

所管する公民館（市町村のみ）・生涯学習センター等の社会教育施設が平成２１年度に

主催した、又は平成２２年度に主催予定の消費者教育の実施状況を把握していますか。

（1つ選択） 

社会教育施設主催の消費者教育の実施状況の把握について 

全体

実施状況
をおおむ
ね把握し
ている

実施状況
を一部把
握してい
る

把握して
いない

その他

全体：n=983 983 303 79 517 84
都道府県 政令市：n=65 65 12 9 40 4
市町村：n=918 918 291 70 477 80  
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Q20 社会教育施設主催の取組事例の実施内容 

【Q19 で「事例について回答する」を選択した場合のみ回答】 

※複数事例について回答した教育委員会は、教育委員会単位で集計した。 

社会教育施設主催の取組事例の実施内容 

全体
マルチ商
法とその
対処法

マルチ商
法以外の
悪質商法
（キャッチ
セール
ス、アポ
イントメン
トセール
ス等）とそ
の対処法

金融商
品・投資
に関する
トラブルと
その対処
法

振り込め
詐欺とそ
の対処法

消費者金
融等の利
用に関す
るトラブル
（多重債
務含む）
とその対
処法

携帯電
話・イン
ターネット
に関する
トラブルと
その対処
法

クーリン
グ・オフ等
の制度や
その活用
について

クレジット
の仕組み
について

食品や製
品の安全
と表示に
ついて

環境に配
慮した商
品取引に
ついて
（グリーン
コン
シュー
マー等）

国際的な
商品取引
について
（フェアト
レード等）

その他

全体：n=159 159 60 90 34 111 29 38 70 8 23 3 2 26  
 

Q21 社会教育施設主催の取組の具体例の対象者（複数選択） 

【Q19 で「事例について回答する」を選択した場合のみ回答】 

※複数事例について回答した教育委員会は、教育委員会単位で集計した。 

社会教育施設主催の取組の具体例の対象者 

全体
対象の限
定なし

女性のみ
対象

高齢者
（おおむ
ね６０歳
以上）の
み対象

その他特
定層対象

全体：n=159 159 74 7 94 31  
 

Q22 社会教育施設主催の取組事例の事業開始年度（単一選択） 

【Q19 で「事例について回答する」を選択した場合のみ回答】 

※複数事例について回答した教育委員会は、教育委員会単位で集計した。 

社会教育施設主催の取組事例の事業開始年度 

全体

平成20年
度以前か
ら継続し
て実施

平成21年
度に初め
て実施

平成22年
度に初め
て実施
（予定）

全体：n=159 159 115 66 25  
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（3） 学校教育関連の取組について 

 
Q23 学校における消費者教育の実施状況の把握について 

貴教育委員会において、所管の学校（設置している学校）が平成２１年度に実施した、

または平成２２年度に実施予定の取組を把握していますか。（１つ選択） 

学校における消費者教育の実施状況の把握について 

全体

実施状況
をおおむ
ね把握し
ている

実施状況
を一部把
握してい
る

把握して
いない

その他

全体：n=984 984 174 189 604 17
都道府県 政令市：n=66 66 12 31 22 1
市町村：n=918 918 162 158 582 16  

 
Q25 学校の消費者教育事例における外部講師の状況について（単一選択） 

【Q24 で「事例について回答する」を選択した場合のみ回答】 

※複数事例について回答した教育委員会は、教育委員会単位で集計した。 

学校の消費者教育事例における外部講師の状況について 

全体

教育委員
会職員
（社会教
育主事
等）

消費者担
当部局職
員（｢3｣を
除く）

消費生活
センター
職員（相
談員含
む）

警察官
1～4以外
の行政職
員

行政職員
以外の消
費生活関
連の有資
格者（消
費生活専
門相談員
等）

大学教員 弁護士 司法書士 民間企業
地域の消
費者団体

ＮＰＯ等
の民間団
体

その他

学校外か
らの講師
等を招へ
いしてい
ない

全体：n=156 156 7 5 25 18 16 5 7 7 3 28 1 11 26 72  
 

Q26 学校の消費者教育事例の内容について 

【Q24 で「事例について回答する」を選択した場合のみ回答】 

※複数事例について回答した教育委員会は、教育委員会単位で集計した。 

学校の消費者教育事例の内容について 

全体
マルチ商
法とその
対処法

マルチ商
法以外の
悪質商法
（キャッチ
セール
ス、アポ
イントメン
トセール
ス等）とそ
の対処法

金融商
品・投資
に関する
トラブルと
その対処
法

振り込め
詐欺とそ
の対処法

消費者金
融等の利
用に関す
るトラブル
（多重債
務含む）
とその対
処法

携帯電
話・イン
ターネット
に関する
トラブルと
その対処
法

クーリン
グ・オフ等
の制度や
その活用
について

クレジット
の仕組み
について

食品や製
品の安全
と表示に
ついて

環境に配
慮した商
品取引に
ついて
（グリーン
コン
シュー
マー等）

国際的な
商品取引
について
（フェアト
レード等）

その他

全体：n=156 156 52 63 24 39 39 90 74 50 53 30 10 40  
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Q27 学校の消費者教育事例の事業開始年度について 

【Q24 で「事例について回答する」を選択した場合のみ回答】 

※複数事例について回答した教育委員会は、教育委員会単位で集計した。 

学校の消費者教育事例の事業開始年度について 

全体

平成20年
度以前か
ら継続し
て実施

平成21年
度に初め
て実施

平成22年
度に初め
て実施
（予定）

全体：n=156 156 143 35 8  
 

Q28 教職員研修における消費者教育の取扱い状況 

貴教育委員会が平成２１年度に実施した、または平成２２年度に実施予定の教職員対

象の研修において、消費者教育に関する内容を扱っていますか。※他機関が主催する

研修への教職員の派遣も含みます。（１つ選択） 

教職員研修における消費者教育の取扱い状況 

全体
扱ってい
る

扱ってい
ない

現在は
扱ってい
ないが、
今後実施
予定

研修は実
施してい
ない

その他

全体：n=984 984 71 546 17 344 6
都道府県 政令市：n=66 66 34 18 2 11 1
市町村：n=918 918 37 528 15 333 5  

 
Q29 教職員研修における消費者教育の内容について 

【Q28 で「扱っている」を選択した場合のみ回答】 

貴教育委員会で実施している教職員研修制度の実施内容について伺います。あてはま

るものをすべて選択してください。（複数選択） 

教職員研修における消費者教育の内容について 

全体

消費者教
育に特化
した研修
を実施し
ている

研修の一
部に消費
者教育に
かかる内
容を含む
研修を実
施してい
る

他機関が
主催する
研修に教
職員を派
遣してい
る派遣先
等

全体：n=71 71 18 39 19  
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Q31 教育委員会と消費者担当部局との人事交流 

貴教育委員会においては、消費者担当部局との人事交流を図っていますか。（複数選択）

教育委員会と消費者担当部局との人事交流 

全体

消費者担
当部局に
教員を配
置してい
る（長期
研修含
む）

消費者担
当部局に
教育委員
会経験者
を配置し
ている

教育委員
会に消費
者担当部
局経験者
を配置し
ている

その他 特になし

全体：n=984 984 1 11 12 18 949  

 
（4） 消費者教育に関する今後の取組・課題について 

 
Q33 消費者教育に関する今後の重点課題 

貴教育委員会において、今後、特に重点的に行いたいと考えている取組について教え

てください。（複数選択） 

消費者教育に関する今後の重点課題 

全体

学校にお
ける消費
者教育の
充実

消費者担
当部局と
の連携の
強化

住民を対
象とした
啓発・情
報提供

学校教職
員への研
修

社会教育
施設にお
ける消費
者教育の
充実

学校教育
の教材の
作成

教員の指
導マニュ
アル、指
導者手引
きの作成

社会教育
における
消費者教
育の担い
手の育成

社会教育
の教材の
作成

その他 特になし

全体：n=984 984 361 172 163 149 131 58 32 19 12 13 359
都道府県 政令市：n=66 66 44 13 2 19 7 4 2 1 1 2
市町村：n=918 918 317 159 161 130 124 54 30 18 11 11 345

14

 
消費者教育に関する今後の重点課題（自治体規模別） 

全体

学校にお
ける消費
者教育の
充実

消費者担
当部局と
の連携の
強化

住民を対
象とした
啓発・情
報提供

学校教職
員への研
修

社会教育
施設にお
ける消費
者教育の
充実

学校教育
の教材の
作成

教員の指
導マニュ
アル、指
導者手引
きの作成

社会教育
における
消費者教
育の担い
手の育成

社会教育
の教材の
作成

その他 特になし

合計：n=983 983 361 172 163 149 131 58 32 19 12 13 358
都道府県：n=47 47 32 12 2 16 5 3 0 1 1 2 8
政令市：n=19 19 12 1 0 3 2 1 2 0 0 0
市町村：20万人以上：n=80 80 34 11 5 13 9 10 3 1 0 1 30
市町村：20万人以下：n=837 837 283 148 156 117 115 44 27 17 11 10 314

6

 
 

Q34 消費者教育を推進する際の課題 

貴教育委員会において、今後、消費者教育を推進するにあたって、課題となることに

ついて教えてください。（複数選択） 

消費者教育を推進する際の課題 

全体

指導者や
講師とな
る人材が
いない

予算がな
い

どのよう
な取組を
すればよ
いかわか
らない

活用でき
る教材が
少ない

他の優先
課題があ
り取り組
めない
他の課題
の具体例

その他 特になし

全体：n=984 984 254 244 217 194 84 47 320
都道府県 政令市：n=66 66 15 26 2 14 8 8 22
市町村：n=918 918 239 218 215 180 76 39 298  
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消費者教育を推進する際の課題（自治体規模別） 

 283

14

全体

指導者や
講師とな
る人材が
いない

予算がな
い

どのよう
な取組を
すればよ
いかわか
らない

活用でき
る教材が
少ない

他の優先
課題があ
り取り組
めない

その他 特になし

合計：n=983 983 254 244 217 194 84 47 319
都道府県：n=47 47 10 20 0 9 6 6
政令市：n=19 19 5 6 2 5 2 2 8
市町村：20万人以上：n=80 80 9 15 7 22 7 8 28
市町村：20万人以下：n=837 837 230 203 208 158 69 31 269  

 
Q35 消費者教育推進のために国に期待すること 

貴教育委員会における消費者教育推進のために、国に期待することを教えてください。

（複数選択） 

消費者教育推進のために国に期待すること 

全体
効果的な
実践事例
の紹介

パンフ
レット・教
材等の作
成・配布

どのよう
な内容・
方法で行
えばよい
か等の指
針の提示

消費者被
害の最新
情報等の
定期的な
提供

ホーム
ページに
おける消
費者教育
関連情報
の充実

学級・講
座の実施
のための
指導者養
成の推進

消費者教
育実施団
体への財
政的支援

多様な主
体が連
携・協働
するため
の仕組み
の創設

消費者教
育実施団
体への助
言や人材
育成に関
する支援

教育関係
者、消費
者団体、
企業等の
関係者が
一堂に会
する機会
の提供

イベント・
シンポジ
ウム等の
開催

その他 特にない

全体：n=984 984 498 400 373 189 161 142 84 83 57 46 19 16 175
都道府県 政令市：n=66 66 37 31 15 17 24 11 13 9 3 3 0 1 6
市町村：n=918 918 461 369 358 172 137 131 71 74 54 43 19 15 169  

消費者教育推進のために国に期待すること（自治体規模別） 

全体
効果的な
実践事例
の紹介

パンフ
レット・教
材等の作
成・配布

どのよう
な内容・
方法で行
えばよい
か等の指
針の提示

消費者被
害の最新
情報等の
定期的な
提供

ホーム
ページに
おける消
費者教育
関連情報
の充実

学級・講
座の実施
のための
指導者養
成の推進

消費者教
育実施団
体への財
政的支援

多様な主
体が連
携・協働
するため
の仕組み
の創設

消費者教
育実施団
体への助
言や人材
育成に関
する支援

教育関係
者、消費
者団体、
企業等の
関係者が
一堂に会
する機会
の提供

イベント・
シンポジ
ウム等の
開催

合計：n=983 983 498 400 373 189 161 142 84 83 57 46 19
都道府県：n=47 47 28 20 9 13 16 10 9 7 2 3 0
政令市：n=19 19 9 11 6 4 8 1 4 2 1 0
市町村：20万人以上：n=80 80 44 34 23 13 21 10 5 5 6 1 2
市町村：20万人以下：n=837 837 417 335 335 159 116 121 66 69 48 42 17

0
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